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午前 ９時３０分 開議 

○議長（関田正民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（関田正民君） 日程第１ 一般質問を行います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 関 田   貢 君 

○議長（関田正民君） ６月３日に引き続き、８番、関田 貢議員を指名いたします。 

○８番（関田 貢君） おはようございます。 

  最初に、学校教育問題について再質問をさしていただきます。 

  私は、まず最初に東大和市長が、この東大和総合計画で基本構想に、初めて改正版に参加されて、基本構想

が33年、基本計画も33年という改正版で、市長がこの総合計画の中で８万市民のリーダーとして、人づくりを

どのようにしていくのかということで、今回、教育を通した人づくりということで質問をさしていただきます。 

  そして、私が一番心配してるのが、ある雑誌や新聞なんかでも報道されました人口が急激に、社会に到来す

る衝撃の話です。人口が急激に減るというお話です。そのお話が当市でも、国による中身と似てるなというこ

とで、私はそれを心配して、この問題を取り上げた内容が、これちょっとこの原稿を読ましてもらいますと、

将来的に行政サービスが立ち行かなくなる可能性のある市町村は900に近いと。そして、少子高齢化と東京へ

の一極集中によって、2040年には全国の約半数に当たる896自治体で、子供を産む中心世代である20代から39

歳の女性が５割以上も減少し、こうした人口減の加速によって、現在の教育、福祉など幅広い行政サービスの

維持が難しくなるというのだ。こうした自治体は、消滅可能性都市と呼ばれている。こういうふうな論評が発

表されてます。 

  そして、当市が抱えてる出生数が死亡数を下回る自然減は、13年から24万4,000人と過去最大になったと国

が発表されてます。そして、この自然増ということについて、減少は11年に20万人突破しているということが、

当市でもやや同じように、この減少区域になってるんですね。10年間を調べると、子供は800人から当市も生

まれてました。それが690人、700人を割る、690人からの人口減になってます。そして、逆に今度は高齢者の

時代で、死亡率が最初少なかったのが、10年前は少なかった。それが出生数を上回る死亡率になったというこ

とで、自然増に当市もならなくなった。亡くなる人のほうが多い、生まれてくる人は少ないということで、こ

こで言われてる社会現象の国と当市もよく似ているということを僕は感じて、こういう少ない人口の中で、こ

れからの社会をどう人づくりをしていくのかということについて、この自然増の中身、当市も今私がそう言っ

たこと、社会現象から自然増の見通しはどのように当市は分析されていますか。 

○副市長（小島昇公君） おはようございます。 

  少子高齢化の流れは、東大和市に無縁なのかということだと思うんですけども、今、大和の場合は南の地域

にマンションができたりして、人がふえて、減っていないという状況が、ここのところは続いてございますが、

これは先ほど御質問者のお話にありましたように、東京一極化の流れを東大和市も享受しているという数値が

あらわれているのかなというふうに評価しております。東京都も西のエリアに行きますと、既に人口が減って

いるという市町村がありますので、大きな流れとして人口が減っていくというふうに捉えております。 

  今８万6,000人の市民が７万人近くに減ってしまうだろうというふうな推計をいたしまして、そこのところ
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の減りをいかに少なくするかということで、８万人近くに持ち上げるために、「日本一子育てしやすいまちづ

くり」というのを目指して、若い人に住んでいただいて、お子さんを大和で産んで育てていただくと。そして、

大和をふるさととして思ってもらえるような施策を進めていきたいと、それは教育についても同様だというふ

うに認識しております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、そういう社会現象、当市の環境はそういう環境だということですね。私は今回、

総合教育会議の件で、国がこの問題を取り上げて、国が教育関係に大きく問題にかかわったということで、こ

の問題の端は、大津市の子供の自殺事件の端から発して、教育行政が大きく変わったということで、その教育

行政で文部省の調査によると、都道府県が政令市、全てが開催して、区町村は1,718自治体が約90％に当たる

1,559自治体が開かれていたと。そして、そこに教育の目標や施策の基本方針となる大綱が決められたという

ことで、その新聞報道では大綱や学力向上、いじめ防止対策などが目立ったと。そして、教員の多忙化解消、

道徳教育の充実などについての話し合いもある自治体があったと。一方では、この会議をまだ開催をできない

区町村もあるというお話を伺ってます。 

  当市は、先ほどの答弁で、金曜日の答弁によりますと、市長より３項目のお題目の中に、１つ目が大綱の制

作をしたと。そして、２つ目が教育の条件整備だと。それで、３つ目は児童・生徒の生命身体の保護というこ

とを当市は掲げられたと。非常に私はよいことだと思っています。ぜひ、こういうことの教育方針を骨太にし

ていただきたいと思うんですが、どうですか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 法律上は、平成27年度から改正されました新しい教育委員会の制度でございま

す。東大和市におきましては、１年間の経過措置を適用して、いよいよ平成28年の４月から新規の制度のもと

で運営を始めておるところでございます。総合教育会議、市長が主催する教育委員会との２つの執行機関が同

じ方向、教育に関して向き合い、そして政策について語り合うという重要な会議でございますので、今議員の

ほうから御紹介もございましたが、市長の答弁にありましたように、27年度の時点におきまして総合教育会議

を開き、教育大綱、そちらにつきましても議論もいたしました。また、前の年度の事業を振り返り、課題、あ

るいは方向性についても総合教育会議で議論もしております。これからも骨太の方針のもとで、教育の充実に

同じ方向を向き合って教育施策を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） そして、今この総合教育会議の骨太の話をしました。今度は具体的に東大和市が教育方

針を決めてる東大和市の教育、そしてつい最近出た平成26年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理

状況の点数及び評価ということで、教育内容が細かく報告をされております。この報告の中で、この教育の問

題として、東大和市の教育委員会の基本方針が、４つの項目でそれぞれの項目が示されております。 

  最初の基本方針の１では、１から７項目あり、その項目の中で大きな項目としては、「人間尊重の精神」と

「社会貢献の精神」の育成ということで、この中身がまとまってます。そして、私は今回、国が発表した総合

教育会議の中身に触れて、東大和市の教育方針は26年度と変わったところが何カ所か私が見受けられます。そ

ういう変わったところが、そういう骨太の精神の中で、東大和市が今回、国が取り上げた方向、あるいは教育

の向上のために中身を変えるとか、いろんな施策があったと思います。その施策で、この１から７項目の中で、

４項目に前回はまとめられたことが、７項目になった内容についてはどのようなことが期待できるのか、お伺

いしたいと思います。 
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○学校教育部参事（岡田博史君） 平成26年度と平成27年度の東大和市の教育の中に、基本方針１の中で項目数

が変わっております。具体的には、基本方針１の項目立てにおきまして、27年度のほうはより具体的にわかり

やすく説明をした点が大きな点でございます。 

  特にいじめ防止対策推進法が施行されたことに伴いまして、いじめ問題への対応を上位に位置づけて単独の

項目といたしました。また、社会問題となっております体罰の問題、また不登校、そういう問題につきまして

も単独の項目といたしまして、その課題に適用していきたいというふうに考えております。また、児童・生徒

を学校だけでなく、家庭、関係機関とも連携しながら育成していくというような観点から、学校、家庭、関係

機関の連携の強化というような項目につきましても、新たに起こしたところでございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） わかりました。 

  後で総括で今の中身に質問しますから、ちょっと基本方針の４項目の中身を先に確認さしていただきたいと

思います。 

  基本方針の２の「豊かな個性」と「創造力」の問題があります。ここの問題の中で、１から10項目で今回ま

とめられ、11項目あった（５）の授業改善推進プランの活用が削除されたのは、国や都の学力調査の結果を踏

まえたと書いてありますが、テストに参加したことによって削除されたのか、この中身についてどのように解

釈したらいいんですか。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 基本方針２の中にあります、平成26年度に基本方針２の中に授業改善推進プ

ランの活用というのがございます。こちらのほうにつきましては、学校のほうで学力調査等の結果を分析しま

して、そして毎年度、授業改善推進プランというものをどの学校でも作成しております。こちらのほうは当然

定着をしてきているのですけれども、そのことについて平成27年度には（１）の学力向上というようなところ

に具体的な取り組み項目というところで中に位置づけたもので、そういうことでちょっと１項目、減っている

ということがございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） わかりました。 

  じゃ、３番目の問題で「総合的な教育力」と「文化・スポーツ」の充実であります。１から７項目の中で、

（７）の児童・生徒の各種行事への参加の推進が追加されました。内容については、どのような事業を指すの

か、お伺いしたいと思います。 

○社会教育部長（小俣 学君） こちらの基本方針３の（７）児童・生徒の各種行事への参加の推進についてで

ございますが、こちらにつきましては今議員のお話しされたように、27年度の東大和の教育に新しく追加をし

たものでございます。社会教育部の行事のほうでは、ここ数年、市内小中学校の児童・生徒の皆さんに、多数

参加していただいてる状況がございます。例えば、ふれあい市民運動会の学校対抗リレーとか、ロードレース

大会、あと多摩湖駅伝、市民文化祭や、あと公民館の夏休み遊空間ですね。そういう行事において、学校教育

部と連携、協力をする中で、参加する児童・生徒がふえていると、そんな状況でございます。そういう実態を

踏まえまして、さらに充実強化していくために、そういうことを期待して追加したものでございます。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） では、基本方針の４で、「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進であります。

この項目については、１から10項目の中で、同じ項目で僕が注意してこの項目を今回取り上げたのは、この項



－170－ 

目の内容についての見解の相違が、私があると思いまして、この問題の基本的な考え方をお聞きしたいと思い

ます。（５）の学校施設の効率的な運営についてということと、（７）の教育環境の整備について、適正規模

及び適正配置等についてということについてお伺いしたいと思います。 

○学校教育課長（岩本尚史君） 適正規模につきましては、平成25年３月に学校規模等のあり方検討委員会のほ

うからの報告を受けまして、翌５月に教育委員会のほうで東大和市立学校の適正規模及び適正配置等の方針を

定めました。現在は、こちらの方針に沿った対応をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 学校施設の効率的な運営につきましては、教育の施設は市民の財産であるとい

う認識のもとで、法に基づきまして学校教育の利用、児童・生徒への利用というのが第１ではございますが、

これまでと同様に社会教育団体への貸し出しなど、そのような面での効率的な運営に今後も努めていくという

ことが、ここには記されてございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） それでは、その基本方針が示された中身を、当市の場合は４つの分野からの中で教育方

針が決められています。この４つの中をただしていったときに、私は当市も少子高齢化の波にのまれていると

いうことは先ほど言ったとおりなんですが、この中身で国が国策で進めてるいじめ、先ほども出ました体罰問

題、あるいは教育方針で世界に名立たる教育、日本だった、教育レベルが下がったことについて、向上をさせ

るためには、一貫教育の推進が国で叫ばれ、そういう教育方針の中に、当市も時代のニーズに乗ってった教育

施策が、私は必要だろうと思っています。そういうことで、この東大和市が、いじめ、体罰は後の問題に触れ

ますから、この学校の教育環境については、私は今回、平成４年度のときも、私は学校の生徒数が年々減って

きてるということで、学校の合併を平成４年度は提案しました。その当時も、三小、六小、七小、九小という

ことが、私が話題にして、その当時、合併したらば三小、六小が818名だと、そして七小、九小が合併したと

きはどういう人数になるかというと725名、このときも当時の合併問題はできないという教育関係の答弁でし

た。 

  そして、今回、平成27年度にやはり同じ状況の中で調べて、三小、六小が今回、仮に統一されたとしたらば

607名ですよ。そして、ここの三小、六小が211名、そして七小、九小学校が、725名がこの５月１日のデータ

によりますと589名でマイナス136名からも減少してるんですよ。こういう減少傾向がある。学校教育の中で、

私は学校の環境整備とか適正規模の配置とか、適正配置とか適正規模とかという問題は、当然この中で議論さ

れなければいけない問題じゃないか、200人から300人からも減って、１つの学校ができ上がっちゃうんですよ

─２つの学校か。こういう教育環境になって、何ら当市は、東大和の教育環境の実態に見合った学校経営

をしてるのかというふうに疑いたくなるような、こういう問題をどのように今扱っているんですか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 市内の小中学校の児童・生徒の数も、今御指摘ありましたけれども、大きい社

会的な流れの中では減ってはきてはおります。学校の統廃合という御質問というふうに受け取りますけども、

東大和市の教育委員会におきましても、これにつきましては課題として認識しております。平成25年の３月に

学校規模等のあり方検討委員会からの報告を受けまして、その後、教育委員会が方針を策定しております。こ

の方針の中では、将来的に児童数が大きく減少した場合には、具体的な統合ということも含めて考えなくては

いけないという認識でございます。 

  現状の中での学校の環境の面でございますけれども、教室がやや不足するというような状況もございます。
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といいますのも、小学校におきましては平成28年から特別支援教室を全校導入し、特別支援教育の充実を図っ

ております。また、特別支援教育の充実ということで、小中学校におきましてもそれぞれ特別支援教育の学級

を、ここ数年、増設しております。ほかにも少人数教育ですとか、さまざまな面で教室のやりくりを実際にし

ている地域の学校も出てきております。先ほど御指摘あった学校のほうでは、確かにまだ教室的な部分では危

機的な状況とかいうことはございませんけれども、課題としては統廃合につきましても、これからも児童・生

徒数の、あるいは教室、あるいは国・都の動向などを踏まえまして、計画に沿って学校の教育環境がきちんと

準備できるように、モニタリングなどもして対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） この教育の27年度のほうのこのデータと、26年度のデータを比較しても、この39人から

約40人減少してるんですよ。そして、この東大和市で特徴的なのが二小と八小、これは工業地域のマンション

ラッシュで人口がふえましたね。ふえても、二小で654名なんだよね、ふえたって。そして、八小が711名。そ

ういう生徒が二小、八小で学校経営があって、一番少ないところの三小が287名。317名、312名、277名という

学校経営があるんですよ。こういう経営状態を、こういうときにきちっと国の政策に合わせたときに、教育レ

ベルを上げるとか、学校教育の見直しをするとか、私はこういうことを今までどおりに、こういう評価書なん

かを見ても、手の打ちようがないですよ、ちゃんとそれぞれ皆さん頑張って、今答弁された中身どおりだと思

いますよ。しかし、学校経営という立場から物を見たときに、学校の人数がこんなにばらついてて、教育はこ

れでいいのかと、私は心配してるんですよ。その点、どうですか。 

○教育長（真如昌美君） 学校経営という視点から立ちますと、それぞれ同じ規模で、そしてそれぞれが多くの

お子さんを預かって、新しい学校経営に向かって進んでいくというのは、これは理想だとは思います。ただ、

本市の場合については、多少なりとも差はあるんですけれども、それぞれの学校で今現在、校長の学校経営方

針が順調にいってるというのが一つ言える話であるというふうに思います。また、新しい学校を建築するとい

いましても、最近の学校は非常に高額な建物を要求されております。それだけ学校の施設が複雑なものになっ

てきてますし、また教室をさまざまな形で使っていくということも、課題の一つとして挙げられております。 

  そんな中で、新しい学校、あるいは統廃合について考えていくということについては、必要ではあるんです

けれども、財源のこと、それから先を見た、今お話ししました環境のこと、それから保護者及び地域の思い、

願い、そういったことも含めてかなり先を見ながら進めていくことが必要であるというふうに思っております

ので、今後とも子供の増減を注視しながら、これから東大和の学校をどんなふうにしていくかということにつ

いては、考えていくことが必要であるというふうに思っております。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） 僕は今回提案したいと思うのは、こういう今までの学校教育、国で決められた、それが

国・都、地方行政に学校教育が長年、培われた教育方針があると思います。しかし、そういう教育方針の中で

も、やっぱり変えるときはきちっと変えなきゃ僕はいけないんだと思うんですね。僕は東京の学区の問題、石

原知事のときの問題を僕は重視してるんですね。石原知事さんは、平等主義を競争主義の原理に変えたんです

ね。そして14区、都立高校の学区を変えて自由に行かしたんですね。ですから、こういう平等主義の原理を競

争主義の原理へ私は転換して、質の向上をもたらした石原知事の手法は学ぶべきところがあるんじゃないで

しょうか。そして、この点について教育長どう思いますか。 

○教育長（真如昌美君） 確かに競争原理というのは大事な要素だと思います。ただ、小学校、中学校は競争原
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理も確かに大事なんですけれども、それよりも何よりもやっぱり地域の学校という、そういうことについて十

分考えていって、そして地域の人たちと一緒にコミュニティスクールのようなものをつくっていくという、そ

ちらが優先かなというふうに思ってるところであります。その中で競争原理も働かせていけば、それはそれで

すばらしいことというふうに思っているところであります。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） 私は今回こういう問題は、痛切に感じたのは、僕、今回、運動会を、中学校の運動会あ

るいは小学校の運動会に行くときに、父兄に会ったんですね。それで、その父兄に会ったときに、この父兄が、

「あなたのところは、ここまで来るんですか」と。それで、新青梅街道の交差点、庚申塚が中央２丁目かな、

間違ったらごめんなさい。中央区、新青梅街道の付近から五小まで歩いてくる。そうしたときに、仮にですよ、

学区がそういうふうに決まってる学区であれば、僕は父母の自主選択制、そういう区域のはざまにある学区は、

僕は二小へ行くなり、その近くにある学校があるとすれば、六小へ行くなりで交通の便がある。あるいは交通

安全対策の面で、親がここの安全対策、通路で学校へ行くのに安心だというところを、僕は選択さしたほうが

いいなというふうに、その父兄としゃべりながら運動の会場に行きましたけれど。そういうふうに、学校の近

くにいる人と、その学区の区域のところにいるのは、学校が強制的に決めることより、親に選択をさせるとい

うことのほうが、僕はそういう学校の教室の中身でも、子供の雰囲気も、随分僕は変わると思うんですが、そ

の辺どう考えますか。 

○教育長（真如昌美君） 選択の必要性というのを考えますと、大和はやっぱり地域というのを非常に大事にし

てます。私も教育長になってから、ずっと言い続けてるのは、地域の学校をしっかりとつくってくださいとい

うことを話ししているところであります。それを選択制にしますと、それぞれが自分の気に入った学校といい

ますか、希望する学校に進んでいくということになれば、地域全体の活性化にも非常に影響が出てくるという

ふうに思っておりますし、また選択させるだけの必要性を、今、東大和市では感じておりませんので、今後も

この形で進めていきたいなというふうに思ってるところであります。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） 僕はこういう学校教育の現場、携わる人たちがあれば、当然平等主義とか競争原理の競

争主義とか、そういうものを取り入れたときに、ずっと平成４年度のときから学校環境を変えてこないで現在

きた。新しい教育をどんどん当てはめていく。そうしたときに、教育の中身が向上するんですかって僕は言い

たいですね。やっぱり教育もレベルアップしなきゃいけないだろうし、いろんなものを特化したときに、何を

特化するかというときに僕は出てくると思うんです。やはり少ないところであれば、少ないような人員を構え

たときには、どういうものが特徴的にあらわれるのか、やはり団体の多いところはスポーツが強いとか、そう

いう特徴的なものが生まれてくるのが教育だと私は思うんですが、その辺の解釈でお願いします。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 義務教育期間中に、市内の小中学生がひとしく学ぶ環境が整っているというこ

と、またそれをさらに充実させるということで、ハード面、あるいは人的な配置などのソフト面でも予算も伴

いまして、今、子育てしやすいまちづくりということからも力を入れております。現実の問題として、例えば

三小などでは小規模な学校ではございます。その中での学校長の経営方針の中にも、強くにじみ出ております

し、さまざまな場面でお話もされていらっしゃいますが、現在の小規模校と言われる学級数を条件の状況のも

と、それを最大限生かせるような学校経営をしていくということがあります。市内のそれぞれの小中学校、い

ろんな面での競い合いもされておりますし、また小中の連携、そういう中でのさまざまな工夫なども図られて
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おりますので、現状の中での学区制のもとでも十分にさまざまな教育の充実が図られると考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、今教育環境について基本方針の中から問題点を抽出して、何点か質問さしていた

だきました。こういう問題をあすの教育につなげ、一人一人の教育レベルを上げるときに、学校の環境があっ

たり、あるいは先生の配置の問題もあったり、いろいろあろうかと思います。教育委員会がしっかりとした基

本方針に定めた枠の中で頑張っていただきたいと、そして学校の環境整備は、ぜひともこれ僕は考えていただ

きたいと思うんですが、市長、今度は市長の経営者として、市長に質問します。どうですか。 

○副市長（小島昇公君） 「日本一子育てしやすいまちづくり」というところで、待機児童対策のみならず、や

はりお子さんたちの教育に力を注いでいきたいというふうに、強く市長は考えを持っておりますので、厳しい

財源の中ではございますが、学校の施設整備につきましては、まずは児童・生徒の安全が第１でございますが、

今年度から各ＰＴＡから要望の強かった、なかなか優先順位でいうとどうしても後に送らざるを得なかったト

イレにつきましても、試行的に進めていくということを見ていただいても、学校の施設の整備、それからそれ

はハード、ソフト両方、力を注いでいきたいというふうに強く考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） どうもありがとうございました。 

  それで、１は終わります。 

  ２番、今度は尾崎市長よりということで、教育目標としてどのように提案されたかということで、市長にこ

の東大和市が、小中一貫校のレベル向上をするためには、一体型がいいのか、分離型がいいのか、いろいろと

議論がされてますが、うちは分離型の教育方針をとってるということで、小中一貫校のやってきて今日、よ

かったこと、悪かったこと、思いついたことをお伺いしたいと思います。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 当市におきましては、施設一体型ということではなくて、分かれて小中一貫

教育というものを推進しております。特に中学校グループをつくりまして、５つのグループをつくりまして、

その中で小学校も一緒に、義務教育の９年間を見通した教育活動を展開しているというようなところがござい

ます。そういう中で、例えば学力の件で申しますと、現在も校内研究というもので、各学校がテーマを決めて

行うんですけれども、その校内研究を中学校グループで統一をして、研究も同じ方向を向いて進めていこうと

いうような実践も行っておりまして、児童・生徒の学力向上の一つの方策として効果を上げているところです。

また、生活指導面におきましては、やはり小学校と中学校で違った方向を向いた決まりをつくるというのは、

子供にとっても混乱も起きますし、中学校に上がったときにスムーズに入っていけないというようなこともあ

りますので、中学校グループで生活指導面も、ある程度、方向性を同じにして段差のない入学に向けて取り組

んでいるところでございます。また、地域のつながりも、そのグループの中でかなり強くなってきまして、今

後、九小では40周年を迎えていくんですけども、そういう中でも小中一貫教育が、その取り組みが随分と影響

していい方向に向かっているというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） 僕はこの一貫教育のレベル向上という捉え方を、市長がどう取り上げるかということで、

教育の中身、教育長からも答弁ありましたけれど、教育は家庭、学校、あるいは地域社会の皆さんに守られな

がら育っていくという環境の中で、僕は東大和が、市長がこの教育をやれとか、あるいはこの教育に柱を立て

て、勉強はもちろんやらなきゃいけない。しかし、特化して音楽のまちにするとか、あるいはスポーツのまち
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にするとか、それは多摩湖駅伝で、そのマラソンの発祥地である多摩湖が駅伝のメッカになるように、市長が

この駅伝をメッカにするためには、地元の一中から中学生を、あるいは小学生も、絶えずそこの駅伝大会では

地元が優勝できるようなレベルに教育をするとか、音楽では市が行政的に音楽のまちということならば、市長

が１カ所に集めて東大和の児童に音楽を聞く会、そういうものを市長がつくるとすれば、全部が一度にはでき

るわけないんで、学校を分けて、今回はこの学校とこの学校を、市民が音楽を聞く会とか、そういう目玉を市

長に僕はつくってもらいたいと思うわけなんですが、市長、その辺の考え方どうですか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 東大和市におけます新しい教育委員会の制度に移行する際に、総合教育会議を

市長が主催されました。その準備段階の中で、教育委員会ともさまざまな議論も重ねた中で、とても印象に

残ってるのは、具体的な教育をこうしろ、ああしろというのは、やはり教育委員会の範疇、そういう中で総合

教育会議は市長が主催するということではありますけれども、現在は市長、教育委員会、同じ方向を向いて協

力し合って、これまでもやっておりましたし、これからもやっていけると思いますが、万が一、その教育委員

会が総合教育の会の名のもとに事務局の仕事なども全て手放してしまうと、教育の独立、中立性という面で困

ることはないのかという投げかけがございました。そういう中で、東大和市においては総合教育会議の事務局

につきましては、市長部局の補助執行という形で教育委員会が携わるということになりました。そういうとこ

ろにも考え方はあらわれているなと思います。 

  私のほうからは以上でございます。 

○市長（尾崎保夫君） 教育ということで、今回、教育会議ということで何回か開催をしたわけですけど、その

中で特に大綱をどうするかということでありましたけども、大綱については教育委員会のほうでもともと持っ

ていた目標ということですね、教育の目標ということで、その内容を確認というか、見た結果として、私はそ

れでいいんではないかというふうな思いで、大綱の中にそれを生かしていくという形でつくっていただいたわ

けでございます。 

  また、先ほど来いろんなお話がございましたけども、それぞれの学校が特色を出せということで、いろんな

ことをそれぞれの学校は、校長先生の経営という意味合いも兼ねてやっているというふうには理解しているわ

けですけども、先ほどスポーツだとか音楽だとかって、いろいろと子供たち、そういうことをしたらいいので

はないかなという、市長が、そこは、こういう学校は、ここはそこだってやれば、それはそれでいいのかもし

れませんけど、ただ私自身はそういうふうな考え方とちょっと違いまして、確かにそういうところで活躍でき

る子供はいいんですよ。活躍できない、別なジャンルで活躍できる子供もいるということなんで。私自身も小

学校のとき、中学校のときも、余り勉強のほうはだめだったんですけど、体を動かすということとアートです

ね、絵と、それから粘土細工、これが得意で、この部分はもっともっとやってもらいたいなというふうに、そ

のときは思ったりはした覚えはありますけども、それ以外のところはほどほどにやってもらえばいいかなとい

うふうには、そんな感じもしないわけでもないんです。 

  ただ、今言ったように、学校の音楽が得意だ、私、音楽、全然だめだったんですけど、音楽のまちだって、

要するに私みたいなのが、そういう小学校で音楽の学校にするんだってやると、もう学校へ行きたくなくなっ

ちゃうというか、極端な話ですけども、そのぐらい音楽というのは余り、歌を歌うというのは余り得意で、聞

くほうはよかったんですけども。そんなふうな、子供、本当にいろんな子供がいるんだということを考えると、

一概にこうだというのも、学校を挙げて、経営方針としてそういうふうな形というのを市長から言うのはどう

かなって、私自身は思っています。 
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  そういった意味で、教育委員会の中でどんなふうな形でやるか。ただ、一生懸命やってる子供たちで、それ

なりに成果を出してる子供たちに対しては、しっかりと応援するというか、そういうことは必要だろうという

ふうには思います。それはあくまでも子供たちというか、学校の経営方針等も含めて、その主体性を重んじた

結果として、そんな形で表彰されてきたのかなというふうに思ってますので、それは一生懸命、応援はさせて

いただきたいというふうには思っています。 

  これからも教育委員会と一緒になりまして、特に私は地域の地域力というか、これが非常にこれから大切に

なるんだなというふうには思います。ですから、大綱の中にも、そういう趣旨の言葉が入ってるかなというふ

うには思うわけですけども、学校教育というのは学校だけでやるという時代はもうとうの昔に終わって、今は

やはり学校、それから家庭、それから地域ですね、そういうふうなものが一体となってやっていかなければい

けないというふうには思います。そういう中で、学校の施設を、学校施設の教育環境、ハード面での教育環境

をどう整えていくかというのは、非常に大変な思いをしているわけでございまして、特に財政面では非常にど

うしたらいいかということを考えながら進めていく、やっていかなければいけない、財源はある程度確保しな

がらステップを上げていくというふうな考え方を持っていかないと、難しいのかなというふうに思ってござい

ます。 

  そういった意味では将来の─今現在、公共施設の将来、どんな形、どういうふうな形のものがいいのか

ということで、公共施設関係の将来のあり方を検討しているというふうなことでありますけども、そういった

中にも学校施設も含めて検討の対象になるというふうには思っていますし、10年、20年、30年というスパンで

考えたときに、今のままでやっていくのは、全ての公共施設を今のままやっていくのは困難であるということ

は間違いないということなんで、それをどううまく東大和市に合った形に再構築をしていけるかどうかという

のは、本当にこれから先の東大和をつくる上では大変重要なものであるというふうに考えてございます。です

から、長いスパンということを考えまして、将来に向かって思い切った改革というか、考え方で整理していか

ないとだめなのかなというふうには思っています。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） 市長さん、今、市長さんの思いを聞かしてもらって、私はこの特徴あるために、そのレ

ベルだけを勉強しろというんじゃなくて、やっぱり学校として一つの市をまとめるときに、こういう思いが東

大和の特徴としてとか、どの学校も音楽のレベルは高いんだと、だからそういう高いものをより一層、行政も

後押しして、そういう音楽のレベルを一定の水準へ高める。そしたら東大和は自然によそから、東大和の音楽

のレベルは高いですねというふうに評価される。やっぱり評価されると、その子供たちがますますそういう分

野で、ジャンルで、音楽だけじゃなくて、いろんな分野で成績が私は伸びていくというふうに、私もそういう

ことを聞いて、この音楽にしては、歴代の市長さんが、この教育で１校、中学校に、一中から五中に音楽のク

ラブができるときに、最初、金がないときに、１校300万円で５校に1,500万円の教育予算をつけたんですよ。

やはりそういう種がまかれて、一中から芽を出し、そして順次、三中、五中、四中と、それぞれ学校が、楽器

が整い、お互いに貸しっこして、音楽が一定のレベルまで育つというのは、そういう1,500万円からの行政が

投資して、結果としてそういうすばらしい音楽の道が、ここで好成績を上げられる環境ができてるわけですよ。

さらに、そういう環境はさらに伸ばしたほうが私はいいと思いまして、この問題を、音楽のまちにするのか、

あるいは駅伝で、マラソンの発祥地である多摩湖というところは駅伝コースで、あの駅伝コースをどうつくり

上げるかということで、私は東大和では多摩湖の一周は、やはり駅伝でマラソンには向かないなと。 
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  僕は行政視察で出雲へ行ったときに、出雲の岩國市長は、最初に3,000万円かけて、赤字だったんですよ。

出雲駅伝を最初に始めたのは岩國さんなんですよ。そして、3,000万円が最初の赤字で、スタートとゴールし

かテレビは映してくれなかった。そして、それを行政が力をつけることによって、7,000万円の収入があって

黒字になり、そして今は箱根の登竜門になり、箱根駅伝へ出る前の駅伝ということで、出雲駅伝は有名になっ

て今は黒字経営ですよ。ですから、全コース、テレビ放送が入るんですよ。ですから、そういうことも教育を

通して、僕は駅伝とか、あるいは音楽のまちにするとかというのは、やはり行政もかまないと、そういうのは

成功の道は遠いと私は思うんですね。 

  それともう一つ、一貫教育の問題では、私はある2007年に東大が実施した学生の生活実態調査によれば、東

大生の出身校というのはどういうところが多いかというと、私立の中高一貫校が非常に多いと、東大に入る人

の51％を占めてると。公立は34％だと、こういうふうに言われています。ですから、こういう一貫教育という

のは、すばらしい教育制度が実証してますから、当市もこの一貫教育に力を入れていただいて、優秀な生徒を

育ててほしいというふうに要望して、次に行きます。 

  次は、学力のテストの問題です。 

  このテストの問題については、新しい教育長になって、学校のニュースが本当に手にとるようにわかるよう

な、教育長の教育日誌で、この全国の学力調査の報告が上がってます。そして、この学力調査の中身が、僕と

同じような、どこの成績を見ても学力調査が、中学校あるいは小学校で国基準、あるいは東京都の基準に対し

て東大和の学力がついていかない。これを上げるためには、どのような方策が今後検討されているかお伺いし

ます。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 学力テストのことについてでございますけれども、今学力向上のためにさま

ざまな取り組みを行ってるところでございます。教育委員会のほうでも、全国の学力・学習状況調査、東京都

の学力の向上を図るための調査、そのような調査を分析しながら、基準ではないのですけれども、その全国や

東京都の平均正答率に何とか近づけよう、それを超えていきたいというような思いは、常日ごろ思っていると

ころでございます。 

  現在のところにおきましては、個に応じた指導の充実ということで、人的配置ということで少人数学習指導

員やティームティーチャー、または図書館指導員であったりとか、そのようなことで数多くの子供たちにかか

わる、そして学力を向上させるための、そういう人的な配置をしているところでございますし、また東京都の

委託金等を活用しながら、理数の力を高めようということで、特別な授業を子供たちに受けさせて、理数好き

の子供を育てようというようなところを行ったり、または学力向上のための推進地域ステイ事業ということで、

学力ステップアップの取り組みも行っておりまして、その中で先生たちの授業力を向上させようということで、

講師の先生に来ていただいたりとかというようなことの取り組みも進めているところでございます。 

  今後につきましても、学力向上は課題になってくるかと思いますが、人的配置を継続して行うとともに、教

員の授業力を向上させて、子供たちにわかる授業、そして体育とかということであれば、できる授業、そうい

うような授業をとにかく向上させていって、児童・生徒の学力を向上させていきたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） 今の話で、教育日誌の中で、93の報告書の中を見ると、国と当市のあれが出てます。非

常にわかりやすくまとめられております。しかし、こういう教育レベルの差について、今度は96、東京都が平
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成27年度東京都教育委員会の児童・生徒の学力向上を図る調査が、96の中で教育長日誌が報告されています。

ここを見ますと、７月２日に実施した東京都の学力学習調査の結果が届きましたといって、このときには大分

東京都と差が詰まってきたと、喜ばしいデータが発表されてます。こういうふうに、国と東京都の差について、

教育内容がどのような変化をもたらしてるのかお伺いします。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 東京都の学力向上を図るための調査と全国の学力・学習状況調査、実は対象

となる学年が違います。東京都のほうは、小学校５年生、中学校２年生、全国のほうは小学校が６年生、中学

校が３年生、ですのでこのデータ自体が同じ対象の子をとったというようなことではないのですけども、全体

のその対象となった学年がこの結果だったということで、毎年、状況については違う状況があらわれてくると

いうことは、まずはお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

  また、年々なんですけれども、各学校の校長の経営方針の中で、例えば今年度は国語に力を入れていく、特

に書く力を力を入れていくというようなことで、校内で取り組んでいる取り組みが、その学年の例えば国語の

書くという観点の数値に如実にあらわれてるというようなところも分析の結果わかっております。一概に正答

率だけで比較してしまうと、上がった、下がったというふうに見えてしまうんですけども、細かいところで見

ていくと、学校の取り組みが一つ一つの観点に大きく影響しているというようなところも見えている状況がご

ざいます。いずれにしても、学校の取り組みが、今だんだんと花開いてきてるというようなところであります。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、今の中身を継続できるように努力していただきたいとお願いしておきます。 

  じゃ、次に当市のいじめ、不登校の実態についてお伺いします。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 当市のいじめ、不登校の実態ということでございます。 

  まず、いじめの実態のことにつきましては、平成26年、今27年度の全国の調査につきましては、まだ集計を

しているところでございまして、平成26年度というところでございますけれども、認知している件数について

は、26年度は小学校が24件、中学校が11件、そのうち解決済みですよということで、年度末に報告が上がって

いるものにつきましては、小学校が19件、中学校が11件、そして継続支援中ですよということで、小学校は５

件というふうになっております。いずれにしましても、こちらにつきましては各学校できちんとその対応につ

いては行っておりまして、教育委員会のほうにも報告はしてきているものでございます。 

  また、不登校の実態につきましては、平成19年度のピーク時から年々と出現率は下がってきてる状況でござ

いまして、平成26年度、こちらも26年度になりますけれども、小学校においては19人、中学校については63人

ということで、出現率にしますと小が0.42、中学校が2.99ということで、こちらはどちらも東京都の出現率よ

りは下回っているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（関田正民君） ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時２８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時３８分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○８番（関田 貢君） いじめの件数について、私はいじめという問題については、１件であっても、こういう

いじめ問題は絶対発生しては、ゼロに近い努力をしていただきたいと私は思うんですね。このいじめによって、
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小学校の思い出、あるいは中学校、あるいは高校というふうに引きずってる子がいるんですね。私もこの不登

校とかいじめ問題については、15年もある学校にかかわり合いをさしていただいて、そういう子供たちと接し

てきました。本当に奥が深いんだなということで、つくづく感じて、今回のこの問題も、そういう人たちが１

人でもいたらば、ゼロに近い努力をするつもりで、こういう今回も、小学校は26年のデータでいくと24件あっ

たとか、あるいは中学で11件あったとかという、こういう件数をゼロにしないと学校の雰囲気、そういう子供

がクラスにいたときに与える影響というのははた知れない環境があるようです。ですから、私はこういう環境

対策については、いじめの問題については、本当にきめ細かな教育方針を、学校長を初め担当の先生に頑張っ

ていただきたいと思うんですが、その辺の中身について再度お伺いします。 

○学校教育部副参事（小板橋悦子君） 今議員おっしゃっていただきましたとおり、いじめをゼロにしていく、

とても大切なことだと私たちも考えておりますし、学校もそれを目指して、今いじめ対策を進めているところ

でございます。学校におきましては、いじめの未然防止と早期対応、早期発見も含めまして、各学校にいじめ

防止等の対策委員会を設置をして、そこでいろいろな対策を立ててるところでございます。市といたしまして

も、ふれあい月間等に合わせた年３回のアンケート調査から、スクールカウンセラーとの全員面接等も含めま

して、今後も一層、いじめの未然防止、なるべくゼロに近づけるような、そのような対応をとってまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、いじめ問題には、そのような対応を継続して頑張っていただきたいと要望してお

きます。 

  次に、不登校の問題についてであります。 

  不登校についての実態については、どのような環境になっていますか。 

○学校教育部参事（岡田博史君） 不登校の実態につきまして、先ほども数値のほうはお伝えさしていただきま

したが、今現在、東京都の不登校の出現率より下回っている状況でございまして、今26年度では小学校で19、

中学校で63という数値は上がっておりますけれども、30日以上、年間を通して欠席をしているというところで、

不登校の理由で、例えば不安などの情緒的混乱とか無気力とか、そういった理由で30日以上お休みをしている

というような数でございます。現在、平成28年度におきましても、不登校状態にならないように、さまざまな

学校で取り組みをしまして、子供たちが学校のほうに来て充実した生活が送れるように取り組みを進めている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） この不登校とかいじめの問題については、私はいじめは根が深い、あるいは不登校の問

題もなかなか、そこの問題に到達するときに、不登校というふうな、家庭環境の中をのぞきますと、なかなか

これ一夜にして解決ができない問題だなと、深く僕はこの対応をしたとき感じました。この不登校の問題にし

ては、私は各学校が何か家庭に届くインフォメーションを送ることが、学校への登竜門になったり、あるいは

学校へ行かないと、学校ではこういうニュースがあるんだとか、こういうことがあるんだとかという問題を、

僕が行政視察で、松山市が不登校生徒が350名いたときに、ピーク時になったときは402名からのときがあった

と。そうしたときに松山市は、学校を初め、学校長を初め教育委員会で取り組んだのは、不登校対応のアク

ションプランという項目をつくって、この中身をちょっと読ましてもらうと、１として不登校の対策を考える

上で、個々の要因や背景、状況、ニーズに応じた適切な対応策が求められること。２として、本来の指導、支
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援体制については、学校全体での組織的かつ具体的対応が行われることが必要であり、児童・生徒を支援して

いく校内サポートチームによる対応が重要であるというようなアクションプランを、これを各生徒に配布して

るんですね。ですから、こういう不登校のアクションプランという対策を講じたときに、当市ではこういう不

登校を対応したときの対策を講じたときに、家庭との連絡という、連絡パイプはどのような経過を頼って、こ

の不登校対策をやられてるか、そのことをお伺いします。 

○学校教育部副参事（小板橋悦子君） 本市の対応についてでございますけれども、本市では４月当初に、学校

長を通じまして教育委員会でも入れまして、不登校対策について各御家庭に御案内をさしあげてるところでご

ざいます。そちらには、欠席受け付けにつきまして、必ず理由等も伺いますと。もし理由が曖昧な場合には、

例えば病院への受診をお勧めしたり、または保護者の方、それから児童・生徒本人を含めた面談等も欠席日数

に応じて行いますということについては、周知をさせていただいております。また、学校はそれに応じまして、

欠席受け付け時の対応で、具体的な子供の様子をお伺いし、受診をお勧めしたり、または放課後、改めてもう

一度電話を入れて、きょうの学校の様子をお伝えする。または御本人の病状などについても詳しくお伺いし、

あしたは学校で待ってるよというような言葉も添えて、教員が子供を迎え入れるという気持ちを、保護者、そ

して児童・生徒にも直接お伝えしている、そのような対応をとってるところでございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） わかりました。 

  ぜひ不登校の問題、私はいじめとか不登校の実態にあった人たちが、社会に出て成功した人の話は聞くけど、

失敗して、それを根強く、社会人になってもそういう問題が頭の片隅に残ってるというような人に出会うと、

本当に気の毒だなと。こういうふうな問題を解決できるのは、やはり小学時代、中学時代にきちっと対応をし

ていただきたいなというふうに私は思ってる。 

  そして、このいじめの事件の中で、いつも私が成功者の話を最後にして、こういうふうな人も、立派な人が

いるんだと、こういう人たちも頑張んなさいよという意味で、僕はある新聞の記事を切り抜いてきたんですが、

黒澤、あの有名な監督、この監督が幼少時代は小学校でみんなになぶりものになったということが、この黒澤

さんの「蝦蟇の油」で、岩波現代文庫の中で述べられております。それで新聞の記事で言われてることが、学

校はまるで牢獄と感じたということを、この黒澤 明さんは書いています。こういうような、学校を地獄、あ

るいは牢獄だと感じたというときの景色を変えたのは、１人の教師であると。同学年にさんざん笑われた黒澤

少年の絵を褒め、三重丸を与えたということで、自信がついたのか図画の時間が楽しくなったと。映画の設計

図の数々の絵のコンテを描いた巨匠の原点だろうと。曇りなき教師の目が、眠れる才能を育んだということで、

「羅生門」、「生きる」も、この師の出会いなくして生まれなかったのかもしれないと、こういうふうに述べ

られてます。こういうふうに、一目の成功者も、こういう苦労があった人も立派に世の中に出てますから、こ

ういう人の励みを持って、いじめっ子対策、あるいは不登校の対策を頑張っていただきたいと要望しておきま

す。 

  次に、社会教育であります。 

  社会教育の問題で、東大和市は同規模の市と比べると体育施設、あるいは運動場がおくれてると私は壇上で

言いました。そして、最初に私は東京街道団地の整備の方針（案）が示されて、公益ゾーン、運動場はどのよ

うなスポーツを都に提案されてるかをお伺いしました。再度、確認したいと思います。 

○社会教育部長（小俣 学君） 社会教育部のほうでは、東京都のほうに要望した内容でございますが、私ども



－180－ 

としますとスポーツ、身近な運動、外遊び等、多様な利用に供することが可能な多目的な運動広場、１ヘク

タール程度、そちらを供していただけないか要望をさしていただいたところでございます。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） この要望さしていただいたということで、ただ１ヘクタールという要望じゃなくて、東

京都の施設ですから、あそこの見取り図を見ると、かなり広範囲に計画が、ゆとりがある。総合公園も隣に準

備されています。そういう総合公園とか、総合運動場をつくるときに、東京都の土地に対して地元が、地元の

スポーツ団体がいろいろなことで困ってますよ。例えば一番いい例が、給食センターで場所が狭くなったとい

うサッカー場、規定のルールで基本的な、その大会ができる施設ということではサッカー場が狭い。あるいは

リトルリーグ、あるいはボーイズリーグの硬式野球場ができない。そういうできないスポーツを具体的に挙げ

て、東大和もそういう教育方針、あるいは基準にかなった施設づくりを、この際、きちっと僕は要望していく

べきだと思うんですね。 

  僕はサッカー場だって、サッカー場で、このサッカー場が公式試合でできるサッカー場なんだと。だから、

大学も呼び、一般社会人も大和へ来て練習をしていただきたいというような公式の運動場。ただ総合運動場を

お願いしてあります。１ヘクタールをお願いしてありますと言ったら、地元のスポーツ団体にきちっと、今回

はサッカー場をお願いする、あるいはリトルリーグ、あるいはボーイズリーグの硬式野球ができる野球場をお

願いする。そういう市が方針をきちっと決めて、公式な試合ができる。ただ運動場、１ヘクタールをお願いし

てあるというんじゃなくて、東京都にお願いしてつくってもらうわけですから、要望はスポーツ団体の要望を

きちっと僕は伝えていただきたいと思うんですが、どうですか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 今回の運動広場の件につきましては、本年の３月31日に東京都のほうから示さ

れたばかりでございまして、まだそのほかのことは何も決まっていない状況でございます。担当部としまして

は、市内の運動施設が全般にわたって不足しておりますので、さまざまな運動施設、運動できる、スポーツが

できることで考えているところでございます。駐車場や倉庫とか、そういう附帯設備のことも考えなきゃいけ

ませんので、それを踏まえても何とかサッカーの試合ができる面積は確保できそうでありますので、詳細につ

いてはこれからまた東京都と打ち合わせなどしていきながら、詳細は決めていきたいと思っております。また、

各団体、スポーツ団体等ありますので、そちらのほうにもお話を聞きながら進めてまいりたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） このスポーツ施設というのは、いろんなスポーツの体系があっても、東大和でも今私が

言った公式競技場が東大和市にはないんですよね。だから、東大和市で都民大会の大会が開催されるのは、自

慢じゃありませんけど、ボウリングしかないんですよ。都民大会が、東大和のグランドボウルで行われてるの

が、それが随時の１つ、あとのスポーツ団体はみんな他市へいくんですよ。ですから、そういう東京都の大会、

あるいは市町村大会で行われる競技でも、そういう公式競技が行える施設をつくるということを目標に上げな

いと、今、東大和市は、僕はサッカー場は公式の練習場で公式競技が行えるということが必要。そして、硬式

野球では、リトル、ボーイズリーグの公式試合が行えない。軟式野球では、上仲原公園が立派な市で持ってる

わけですよ。ですから、ない競技場、そして総合運動場も都立公園の中に400のトラックがあるわけですよ。

ですから、そういういろんな施設を複合的に考えて、東大和市は東京街道団地の中に、空き地利用の土地利用

でそういうスポーツ施設がつくっていただけるということを、スポーツ団体の中で一番困ってるのは、やはり
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サッカー場の公式試合ができる競技場ですよ。そして野球場。野球場というのは、これは公式の野球場ですよ。

それ、どっちかを選択されて決まった場合は、サッカー場であろうが野球場であろうが、公式で大会ができれ

ば、練習場にも他市から来て使っていただけるでしょう。そういう公式の競技場を、ぜひつくっていただきた

いと思いますが、市長どうですか。 

○副市長（小島昇公君） スポーツ関係の場所がないというのは、かねてからの大きな課題だというふうに認識

してございます。ですから、今学校の給食センターをつくる桜が丘市民広場につきましても、本来ですと給食

センターは、一般的には１階建てがいいと言われているところでございますが、サッカーと共栄共存ができる

というところで、２階建ての給食センターをつくるというふうな、お互いの配慮をしながら進めてございます。

ですから、東京街道のエリアにつきましても、もともと住宅ができるエリアに、東大和市の市民の要望の強い

運動ができるエリアも何とか確保したいということで、地元の自治会の皆さんともお話をさしていただきなが

ら、こういう要望をさしていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、市長、そういう方針で東大和市の公園の中にできる運動場が、公式運動場ができ

る、公式試合ができる運動場をつくっていただきたいと要望しときます。 

  ２番目として、桜が丘市民広場のトイレについてお伺いします。 

  このトイレにつきましては、お話だと、答弁によりますと25年経過してるということで、このときの設置費

用は、下水道工事を含めて546万円だということで、私はこの25年以上も経過した現状の施設を、このスポー

ツ団体から要望されて、私はスポーツ団体の役員と現地を視察しました。そして、現地のトイレについては、

男子トイレが３カ所あるところ１カ所、壊れてて２カ所しか使えないと。女子トイレは和式で、その当時のま

まだと。ですから、和式については非常に使いづらいと、スポーツ団体の婦人団体から言われました。こうい

うことも、片や給食センターが、新しい施設がオープンしようとしているさなかに、あそこの市民広場のそう

いうトイレの施設はつくりかえをして、学校給食センターと同じ時期につくりかえてあげることが、僕は理想

ではないのかなと。こういうふうにして市民にこれだけのね、もう25年たってですよ、男子トイレも壊れっ放

しでテープが張ってありましたよ。そのままずっと置いておいて、現地を見て、私は今度は学校の給食セン

ターが片やでき、市民広場の人たちには、そういう使い勝手の悪いトイレをいつまでも置いておくということ

については、新しいトイレを僕は建て替えができないかということをお願いしたいと思うんですが、どうです

か。 

○社会教育部長（小俣 学君） ロンド桜が丘フィールドのトイレの関係でございますけども、私どもとします

と、あそこのトイレにつきましては、水飲み場も、あと倉庫も同様に老朽化しております。ですので、やると

するならば一緒に、まとめてぜひやりたいと思っております。そのほうが効率的で、経済的にも有利というふ

うに考えておりますので、東京都のオリパラ関連の補助金なども活用できないか考えながら、主要事業計画の

中で検討してまいりたいと思っております。ちなみに、あの男性トイレについては、今、指定管理者のほうで

直すように検討を進めております。 

  以上です。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、そのように進めていただきたいと思います。 

  次に、上仲原公園の芝刈りの管理については、これは大分改善していただいて、スポーツ団体の団体の会長

さんも非常に喜んでおりました。これは、ありがとうございました。こういうふうにして、年に４回の芝刈り
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が２週間に１度ということで、一々言わなくても２週間たてば芝刈りをしていただけるということで、スポー

ツ団体、それぞれの団体が非常に喜んでいるということをお伝えして、非常にありがとうございましたと、よ

ろしく伝えてくださいという言づてを受けてきましたので、報告しておきます。 

  そして、次に道路問題であります。 

  この道路問題のことについての整備については、市道路線の問題については、当市は1,250路線あって、私

が質問したときには、この1,270路線があったということで、この路線も大分改善されて、今日で側溝整備は

どのくらいになってるかというと、77.4％まで上がってるということで、市道路線の改修については、まだま

だ半ば遠いのかなと。それで、この市道路線の改修工事なんかについても、この年間の予算についての整備率

に対して、側溝整備については毎年どれくらいの予算を予定されてるか、１としてお伺いします。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 側溝整備の予算でございますが、市内道路改良工事の中で同時に側溝整備を行っ

ていくということで、歩道の整備なんかでも側溝整備を行いますが、その他、道路補修費の中で応急的なとい

うか、緊急的に補修する箇所もございます。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） では、そういう事情の中で、②の市道354号線の一部道路改修について、住宅内の道路

の水たまり解消のために、雨水排水の対策を講じてくださいと市民から要望がありました。この要望につきま

しては、この宅地として市民に譲渡され、４メーターの道路になっているということで、地域の住民の人たち

が道路の水たまりや路面のひび割れがひどく、振動等の苦情が寄せられておりますので、ぜひ舗装の改修工事

をしていただきたいというお願いがありました。その点についてどうですか。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 簡易舗装等をされまして、老朽化している道路につきましては、改修の要望が

あれば、その現地を確認をして、どういう方法がいいか、個々にケースが違いますので、整備をさせていただ

いているような状況でございます。今回、御指摘をいただきましたところについては、境界の問題等もあるや

に考えられますので、そこの部分だけではなく、ある一定の区域について幅員、道路境界、排水の状況等を確

認させていただき、対策を講じたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○８番（関田 貢君） ぜひ、最後のこの問題については、地域住民の要望でありますので、道路が水たまりや

ひび割れがあるために、振動等がひどいというお話を伺ってます。ぜひ、その境界境の問題も、境の問題もあ

ろうかと思いますが、舗装だけで、表面舗装して水たまり対策を講じていただきたいと要望して、私の一般質

問を終わります。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、関田 貢議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 和 地 仁 美 君 

○議長（関田正民君） 次に、15番、和地仁美議員を指名いたします。 

〔１５番 和地仁美君 登壇〕 

○１５番（和地仁美君） 議席番号15番、和地仁美です。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  今回は、２つの点について取り上げさせていただきました。 

  １点目は、自治会についてです。 
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  東大和市では、第四次基本計画でも自治会の活性化のため、自治会などの育成に努めることを盛り込み、ま

た昨年策定されたまち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも、地域コミュニティーの活性化のための主な事業

として、自治会支援事業と自治会長など会議及びマンション組合理事長会議の開催を盛り込んでいます。そし

て、その具体的な目標としては自治会の加入率を設定しているところです。また、今年度には自治会活動のＰ

Ｒ動画も市は作成し、ホームページで公開しました。 

  このような内容を見ると、自治会そのもの、また自治会の加入率を上げることは、行政の取り組みとして必

要なこととされているように受け取れます。しかし、自治会結成や自治会加入に関しては法的拘束力を有する

法律や政令などは全くなく、民法上も任意団体であり、行政組織と自治会は法的に無関係です。ただ、東大和

市という市全体を考えた場合、各地の集合体ともいえ、地域の中での人と人との結びつきにより、各地域を安

全で住みやすい環境にしていくことが積み重なることで、東大和市全体がよいまちになっていくということを

考えると、行政の目指すまちづくりに対し自治会は不可欠な存在ともいえます。さらに高齢化が進み、自然災

害が相次ぐ昨今では、今までとは違った地域のつながりの重要性も注目されているところですが、家族構成の

変化、価値観の変化により、そのつながり方や意義に関しても見直すことが必要ではないかと思われます。法

的拘束力のない自治会への加入を行政が強制することができない中、市のさまざまな事業目標に取り上げられ

ている自治会の活性化、加入率向上を実現させるためには、行政と自治会の具体的な関係性を明らかにし、今

の時代に合った地域の組織として関係者、すなわち行政も市民も自治会に対する共通認識を持つことが必要で

はないかと考えました。 

  そこで、以下、お尋ねします。 

  ①自治会に対する市の認識について。 

  ア、自治会の目的は。 

  イ、自治会と行政の関係は。また、行政の中での位置づけは。 

  ウ、行政が自治会にできることは何か。 

  エ、行政が自治会に期待することは何か。 

  ②として、市内の自治会の主な課題は。 

  ③として、地域生活向上並びに課題の解決について。 

  ア、地域自治の現状と課題について。 

  イ、自治会並びに地域にあるそのほかの組織との連携などについて。 

  そして、ウとして行政が取り組めることについて市のお考えをお聞かせください。 

  ２点目は、長期にわたり休職している職員への対応についてです。 

  以前の私の一般質問では、地方自治体の事務事業の量的増加、複雑化により、既存の職員数での対応が困難

になっている状況であることがわかりました。このような状況下においては、職員一人一人の戦力としての重

要性も増していると思われます。しかし、人間誰しもさまざまな要因で心身を患うことがあることは事実で、

それは職員の皆様においても同様だということは十分理解していますが、市民の皆様に御負担いただいている

税金を預かり行政運営を行う市としては、万全の体制で効率よく、かつ効果的に業務に当たることが組織マネ

ジメントには求められていると思います。 

  そこで、以下、お尋ねします。 

  ①として、現状について。 
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  ア、直近の過去５年間の人数と各対象者の休職期間について。 

  イ、上記アの対象者に対し、市が負担している金額について。 

  ウ、その他、現状の傾向について。 

  ②として、市の対応と認識している問題についてお聞かせください。 

  以上、この場での質問は、ここまでで終了とさせていただきます。再質問につきましては、自席にて行わせ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔１５番 和地仁美君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、自治会の目的についてでありますが、自治会は会員の総意によって運営し、地

域の中で生活する上でのさまざまな課題などの解決や親睦活動、環境整備など互いに協力しながら行い、住み

やすいまちづくりの一翼を担っていただいていると認識しております。 

  次に、自治会と行政の関係、また行政の中での位置づけについてでありますが、生活様式や価値観の多様化

に伴い、地域での住民間のつながりが弱くなってきていると感じております。そのような中、防犯や防災を初

め、さまざまな行事に市とともに取り組んでいただいている貴重な協働のパートナーであると考えております。 

  次に、行政が自治会にできることについてでありますが、自治会の自主的、民主的活動を推進し、地域の健

全な発展に資するため、補助金を交付するなど、側面的な支援に努めております。 

  次に、行政が自治会に期待することについてでありますが、高齢者の見守りや地域の安全や安心を守ってい

ただくなど、地域の発展に当たり欠かせない重要な担い手であると考えております。地域のことをよく把握さ

れている自治会の皆様に力をかしていただき、地域課題の解決にともに取り組んでいただけることを期待して

おります。 

  次に、市内の自治会の主な課題についてでありますが、住民の地域への関心が希薄化していること、それに

伴い住民同士のつながりが弱くなってきていることが見受けられることから、自治会などを基盤としました地

域コミュニティーの形成が急務でありますが、その自治会の会員加入率が向上しないことが大きな課題である

と考えております。 

  次に、地域生活向上並びに課題の解決に当たっての地域自治の現状と課題についてでありますが、価値観や

ライフスタイルの多様化により近所づき合いが希薄化し、住んでいる地域への関心も薄れているのが現状であ

ると認識しております。また、防災や防犯など、もしものときの地域ぐるみでの備えや、高齢者や子供たちの

見守りなど安全安心への対応を可能にする地域づくりなどが課題であると認識しております。 

  次に、自治会並びに地域にあるそのほかの組織との連携などについてでありますが、市内には青少年対策地

区協議会や自治会を基盤とした防災組織、ＮＰＯ、ボランティア組織などがありますので、さまざまな分野で

おのおのの団体の皆様が連携されることも必要であると考えております。 

  次に、行政が取り組めることについてでありますが、地域の公共的、公益的活動を行う市民、文化・スポー

ツ団体、ＮＰＯ、ボランティア団体、公益法人など、立場が異なるさまざまな主体がありますので、こうした

皆様方と連携を図ることなども含め、情報収集等を行い、調査研究をしてまいりたいと考えております。 

  次に、長期にわたり休職している職員の人数及び休職期間についてでありますが、職員の休職制度につきま

しては、公務災害等を除き90日までが病気休暇となり、90日を超えますと地方公務員法の分限処分であります

休職となります。分限処分としての休職者の人数でありますが、平成23年度が10人、平成24年度が10人、平成
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25年度が８人、平成26年度が５人、平成27年度が９人であります。休職期間につきましては、平成27年度の９

人の内訳で申し上げますが、90日未満が２人、90日以上180日未満が４人、180日以上１年未満が１人、１年が

２人であります。 

  次に、長期休職者に対して市が負担している金額についてでありますが、分限処分による休職の場合は、１

年間、給料及び地域手当等の80％が支払われます。市から給与の支給は１年間で終了し、１年を超えた場合は

それ以降の１年６カ月の間、市町村職員共済組合から傷病手当が支給されます。休職中の給与等の支払い額で

ありますが、仮に給料月額27万円の主事の職員が１年間休職となった場合、期末勤勉手当を含めて年額で約

360万円を支給します。あわせて共済組合の負担金として、約63万円を市が負担いたします。 

  次に、現状の傾向についてでありますが、長期休職者につきましては、減少時期と増加時期を繰り返すとい

う傾向があります。特にメンタルを原因とする場合、この傾向が顕著にあらわれていると考えております。 

  次に、市の対応と問題についてでありますが、休職者に対する対応として円滑な職場復帰ができるよう、職

場復帰訓練実施要綱を定めております。要綱では、復帰訓練を希望する職員に対し、休職期間中に８週以内で

訓練を行うものであります。また、問題としましては、近年、メンタルによる休職者が増加傾向にあり、その

対策が重要であると認識しております。メンタルヘルスへの対応として、市ではストレスチェック、臨床心理

士によるメンタルヘルス相談、精神科の産業医による面談などを実施しております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○１５番（和地仁美君） 御答弁、ありがとうございました。 

  それでは、順次、再質問させていただきます。 

  まず、１点目の自治会に関する再質問をさせていただきたいんですが、先ほど壇上で述べさせていただきま

したように、自治会と行政は法的なつながりというか縛りというものは全くなく、各地域で自主的に組織して

いるにもかかわらず、例えば市のホームページなどを見ますと、自治会関連のページも結構ありまして、その

中では市が、「ぜひ、あなたも自治会の一員になって、明るく住みやすい町をともに作りましょう。」という

ふうに呼びかけるような内容が書かれていたかと思うと、違うページでは、「一人ひとりの力では出来ないこ

とも、みんなで協力していけばできることがあります。そんな時、自治会は、力を発揮してくれるはずで

す。」と、ちょっと距離をとったような表現もありまして、ちょっとそのあたりを見ますと、行政運営に当た

る際に、市が自治会は本当に必要不可欠な組織だと考えているのかが、ちょっと表現によって温度が違うもの

が幾つか並んでおりますので、そこら辺をまずお聞かせいただきたいと思います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 温度が違うということでございますけど、市のほうでは地域社会形成の基盤

となる自治会は、皆様方が住んでいる地域は御自分で住みよくしていただくというようなことを、活動してい

ただいている任意の団体でございますけれども、やはり自治会のことを知らない方もいらっしゃいますので、

やはり組織化されてない地域もございますし、あと組織化されてるところでも入り方もわからないとか、そう

いう方もいらっしゃいますので、やはり市のほうでも自治会の皆様が持たれております知識とか、それから経

験とか、あと組織力とかに非常に期待してるものもございますので、そちらのほうをＰＲしていったりしない

と、やはり求めてる方もいらっしゃるかと思いますので、その辺は周知していかなきゃならないというふうに

思ってるところでございます。 

  以上です。 
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○１５番（和地仁美君） 市には任意団体というものが自治会以外にもさまざま、いわゆる組織化したり、コ

ミュニティーとして活躍いただいてる団体があるんですが、自治会に関しては市のホームページで大分スペー

スを割いて呼びかけもしておりますし、ことしの３月19日にはイトーヨーカドーで自治会をＰＲするイベント

を市が主催してやってるという事実がありますので、自治会を組織することというか、自治会の運営に関して

何かしらの責任の一端というか、そういうものが市にあるというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 自治会は、市にとっても必要不可欠であると考えてるところでございますけ

ども、あくまでも任意の団体でございますから、自治会の運営等に関しまして市が、行政が介入することはで

きませんし、また責任の一端があるとは認識しておらないところでございます。市としましても、自治会活動

に対しまして、地域の取り組みに関しまして協力を仰ぐことも多々ございますので、その支援として側面的に

補助金も交付さしていただいてるところでございますので、関係は非常に密であるということは認識をしてる

ところでございます。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 今定例会の一般質問で、他の議員の方からも自治会の補助金などについていろいろと、

実態に沿ったふうに変えていくべきだというような御指摘も出てたところですけども、現在市は自治会に対す

る補助金として１世帯当たり年額160円、そのほか集会施設の維持管理に要する費用に対する補助、並びに集

会施設に、それ自体に対する補助というものも出しているんですけども、そもそもこの補助金額、１世帯160

円というものの根拠というものが、どうしてそれがはじき出されたのかというのがわかりませんし、また市が

期待する自治会の役割に、協働のパートナーというお話もありましたけれども、その期待する役割に対してそ

の金額というのは妥当だと考えていますか。 

○市民生活課長（大法 努君） １世帯当たり年額160円という根拠でございますが、まず世帯割になった時期

でありますが、こちらは昭和57年に１世帯100円という金額が設定されました。それ以前は、自治会員１人当

たり20円という補助形態になってございました。その際の算定根拠でございますが、昭和50年を起点といたし

まして、自治会員１人当たりの補助金額20円に毎年の消費者物価指数６％の上昇を見込んだものに、当時の東

大和市の１世帯当たりの人数3.3人を乗じて算出したものでございます。今現在の１世帯当たりの補助金額は

160円でありますが、盛んな活動をされている自治会からは補助金の増額の要望といった話を承ったことが一

応ございます。市の置かれてる財政状況も加味した中での設定であるため、市といたしましてはできる限りの

支援をしているという認識でいるところでございます。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） この自治会、以前、私、自治会の加入率について取り上げさせていただいたときにも

少し触れさせていただきましたが、自治会の歴史的な背景というか、戦後そうやって組織化する。戦時中は、

いわゆる統括、国が国民をまとめたいという形で、国の施策として町内会みたいなのがあって、戦後はそれは

人が余り結束するとよくないということで解体させられながらも、やはり地域では人と人とのつながりが大切

だということで、自然発生的になってきてという経緯がある中で、先ほど自治会というものの成り立ちが任意

団体で、地域の者たちが自分たちの地域をよくしようということで立ち上がった団体にもかかわらず、補助を

出すという形になってきたことには、何らかの今までの─先ほど金額が決まった経緯というのは御説明い

ただいたんですけれども、そもそも自治会への補助制度が発足した理由というものがわかりましたら教えてく

ださい。 
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○市民生活課長（大法 努君） 一番当初は昭和47年、そちらだと今認識していますけども、そちら自治会員１

人当たりという計算でしておりましたが、その当時は自治会への補助金制度が発足した理由といたしましては、

市行政の補完的役割に対する意味合いがあったのではないかというふうに認識しております。時代の趨勢とと

もに、例えば広報紙、昔は新聞の折り込み、新聞の配布なども依頼していた時代があったということですけれ

ども、そういったことが、新聞が、例えば広報紙が新聞折り込みになったという時代背景もあったということ

で、そういう現状に鑑みまして昭和57年にその補助金のあり方ということを再度内部で検討した結果、１世帯

当たりというふうな算出方法に変えたというふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 今いろいろさまざま市長答弁でも、自治会に期待している役割というものが、高齢者

の見守りや地域の清掃などいろいろありましたけれども、市の役割を補完するという抽象的なところから、こ

の補助金というところで、一足飛びですとなかなかイメージつきづらいんですが、昔はいわゆる市報を配って

もらう、お手伝いを、具体的な業務を担ってもらう地域の組織としての補助金というところからスタートした

んだなということが、今の御答弁でわかりました。 

  今、時代が進んできて、さまざま求める役割や、もしくはできることということも変わってきていると思う

んですけれども、市は自治会だけに補助金を出しているのではなくて、さまざまな活動をしている任意団体に

それぞれ補助金を出していると思うんですけれども、この会員数に乗じて金額を決めている補助金というのは、

恐らく自治会への補助金だけだと思うんですね。どうして自治会だけ会員数に比例して補助金を交付すること

になったのか、教えてください。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 先ほど担当課長のほうから、補助金の経緯等、説明さしていただきましたけ

ども、やはりその辺の報償的な意味もあって補助をさしていただいたんだと思うんですけども、その算定に当

たって、やはり多くいらっしゃるところについては、活動もいっぱいしていただいているであろうから、人数

に見合った分で開始したんではなかろうかと思ってるところでございます。他の団体ですと、一団体当たり年

額幾らという定額で決めてやってるところがほとんどだと思いますけれども、近隣他市を見ましてもやはりこ

の世帯割とか人数割で補助を出してるところが多いかと思いますので、その辺の経緯はちょっとわかりません

けど、やはり当市と同じようなところがあるんではなかろうかというふうに思ってるところでございます。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 今さまざまな地域のコミュニティーの活性化の具体策として、自治会を主体とした目

標がいろいろな計画に計上されておりますけれども、究極は多分、自治会加入率100％というところだと思う

んですけれども、その100％になった場合、補助金額は幾らになるのかと。今財政が苦しい状況の中で、目標

を100％は究極、いいんだけれども、今の財政状況を考えると50％ぐらいにとどまってもらったほうが予算的

にもいいななんて、まさか考えてるとは思いませんが、とにかく100％になることが市の目指す、みんなでつ

くり上げるまちづくりというところの究極の目標だと思いますので、その全世帯100％加入率になったときの

金額と、その金額で今現在の加入率では得られない効果ですね。要するに市民全員、どの世帯も自治会に入っ

たことで得られる効果というものが多分想定されてると思うんですけれども、その効果と全世帯が加入したと

きに支払う今の１件160円というものの補助金の合計金額、100％になったときの効果というものを照らし合わ

せたときに、どのようなバランスというか、効果を考えてらっしゃるのか教えてください。 

○市民生活課長（大法 努君） あくまで自治会加入自体は強制されるものじゃなく、個人の意思によるものだ
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ということが前提だと思われますけれども、例えば市と地域住民とのコミュニケーションを図りたい場合など、

自治会がとても有効な地域組織であるということを考えると、確かに議員がおっしゃるように自治会加入

100％と、加入率100％であること、全市民が自治会に加入していることが望ましいことであり、有用であると

いうことが推測されます。市内の全世帯の皆様が自治会に加入されたといたしまして、仮に世帯割分のみの補

助金額を試算いたしますと、平成28年５月１日現在３万8,169世帯ございます。それに１世帯当たりの単価160

円を掛けますと610万7,040円となります。現在の平成27年の実績で、世帯割分のみの金額が208万7,200円に

なってございます。その差額が約400万円になります。得られる効果、費用対効果といたしましては、例えば

顔の見える関係を礎に、日ごろから子供や高齢者を見守り、支え合う共助の気持ちが自然と育まれ、災害時な

ど緊急時においても各地域で迅速な連携を図ることができるのではないか。また、会員数が多いことから、住

民一人一人の立場や状況の違いを認め合う気持ちが醸成され、自主的で無理のない範囲で活動に参加できる雰

囲気も生まれ、無理なく若者を初めとする新たな担い手が生まれ、持続可能なコミュニティーを確立すること

ができるのではないかというふうに、そのような効果が得られるのではないかと推測いたします。もしこのよ

うな効果が十分に図られ、地域の発展に寄与するものであれば、費用対効果が大いにあるのではないかと認識

してございます。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 確かにおっしゃる効果というものは、特に災害などが起きた場合は、そういった地域

のつながりというものが非常に注目されますので予想はできるんですけれども、ただそういうようなことがマ

スコミなどでも取り上げられているにもかかわらず、加入率が上がらないということが問題としていますよね。

行政には責任はない組織なんだけれども、それを問題として目標値を掲げているという状態があるんですけれ

ども、自治会長会議など自治会を実際に運営してらっしゃる方たちと意見交換をする場などがあると思います

けれども、そういった自治会関係者の間で挙げられている加入率の低下、もしくは加入してくださいと新たに

転居されてきた方に言っても、なかなか加入してもらえないという原因について御意見が出てると思いますが、

どんなようなことを原因だと考えてらっしゃるか、把握していたら教えてください。 

○市民生活課長（大法 努君） そういった場では、やはり地域住民の地域で行われていることへの関心の希薄

化、それから若い世帯、ファミリー世帯がふえているという現状がありますけど、そういった皆様がなかなか

地域のこと、皆様方がいろいろ防犯活動や公園の清掃、そういったことをやってくださっていますけども、な

かなかそういうことに関心が向かないということが現状にあるということで、自治会の皆様、若年層の方への

働きかけをもうちょっとしなければならないなということは、よく耳にしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 今出ていた、いわゆる実際、自治会にかかわって活動されてる方の意見に加えて、行

政側で考えている加入率が低下している、もしくは加入してもらえないという原因は何か、追加であれば教え

てください。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 先ほど来、市長も含めまして、市長も住民、住んでる方の地域の関心が希薄

化してるということが大きな原因かなとは思ってるところでございます。それから、昨年、平成27年度に自治

会のない地域に職員のほうで戸別訪問したこともございます。その際に伺ったところから、長年、不自由なく

生活しておるんで、必要性はないと思ってる方もいらっしゃるというところでございます。ただ、ことしの１

月から、28年１月から２月にかけて、内閣府が全国に社会意識に関する世論調査というのを行ったのがここで



－189－ 

出てたんですけども、それで聞いてたのが、社会の一員として何か社会のために役立ちたいかと言いますと、

65％の人が役立ちたいと。じゃ何をしたいんだと言うと、町内会等の地域活動に３分の１の方がかかわりたい。

それから、４分の１の方が自主防災組織とか災害援助活動にも興味があるよというような回答もいただいてお

るということでございますので、当市においてもこの数字はほとんど近いんではないかなと思われますので、

その辺もＰＲしていくというのもあるんだなというところはあるかと思いますので、それは自治会を突破口で

なくてもいいのかなと思いますので、自治会でこうやってるというのは、自治会をＰＲするんではなくて、違

うツールからいってもいいのかなというところも、やはり考えてるところでございます。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 今、自治会空白地域の方を戸別訪問して、自治会に入らなくても長年不自由なく暮ら

してるという、そういうコメントが出たというのは多分現実だと思うんですけれども。とはいえ、最初に壇上

でも述べさせていただきましたが、自治会の加入率の向上というものを計画の中に盛り込んでいるという部分

がありますので、そこのギャップをやはり埋めていくということを何か、根本的というか、具体的に取りかか

らないと、やはり目標はもうやめますということであればいいんですけれども、目標に掲げているので、やは

り何かしら対策を打たなければならないと思うんですけども。よく私が入ってる自治会の方からも聞くんです

が、自治会に加入しませんか、うちの自治会は年会費1,000円なんですけれども、1,000円払って何が得がある

んだと、どんなメリットがあるのかって言われると、顔がつながってるとか、いわゆる抽象的なというか、具

体的な何々が買えますとか何々がもらえますというわけではないので、この地域づくりに対しての抽象的なこ

としか説明ができず、何かそれに意味があるのってもう一回突っ込まれちゃうと、次の言葉が出てこないとい

うのが現実なところであるんですけども、ちょっと逆さまの発想で、自治会がなくなっちゃったら困ることっ

てあるのかなって。自治会がなくなっちゃったら困ることが、逆に言ったら自治会がある存在意義であったり、

加入するメリットだという形で考えられると思うんですけれども、自治会がなくなったら困ることって行政と

してはどんなことを考えているでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） メリットではなく、デメリットで考えたらいいのかななんて思いますので、

やはり地域での防犯、防災等の活動を組織的にやっていただくことができなくなるのかなというのが、１番か

なと思っております。やはり共助の精神といいますか、その辺をやはり育んでいただくのも、ふだんの練習と

か訓練とかも、事実、本番のときに役に立つのではないかなと思いますけど、そのような組織立ってやってい

ただくところがなくなってしまうと、市のほうは個人相手にやらなければならない。「皆さん、集まってくだ

さい」って言うと、本当その地域の特性とかに合った、こちらから投げかけとかができなくなってしまうのか

なというところがあるかと思います。 

  それから、地域から上がってくる御意見とか御要望というのは、最近の自治会長会議、それからおととしか

らやってるマンションの管理組合の理事長会議におきまして、やはり市から一方的に、過去はですけども、数

年前までは市からの一方的な報告とかで２時間で終わってしまいましたけど、現在は半分以上は皆様方からの

御質問とか情報共有する等の時間に当ててるところでございます。そうすると、例えば新しいマンションさん

でも、「こういうことはどうやってるの」と言うと、そこでつながりができるかというところもございますの

で、今マンションですと非常にセキュリティーが大変ですので、いきなり伺ってもなかなかコンタクトがとれ

ないのかなと思うところでございますけど、そういうような会議を通じまして横のつながり等ができてくるの

かなと。そういうところだけでもメリットというふうに認識していただけると、我々も張り合いがあるのかな
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と思っておりますので、ちょっとまとまりつかないところでございます。そんなふうに思ってるところでござ

います。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 先ほど自治会の空白地域の方からの御意見で、長年、自治会がなくても全く生活に困

らないという御意見があったと思うんですけれども、逆に言うと私たち市民が、例えば回覧板で知る情報で

あったりとか、自治会の行事に参加することで得る情報であったりとか、そういうものとか、あと地域の見守

りとか、そういった防犯とか防災の訓練というものが、ここはなくても、空白地域の方がなくても困らないっ

て感じてしまっているということに対して、何かしらのイメージしやすい説明というものも、行政が求めてい

る役割を知ってもらう上で、伝えていくということが必要なのかなって思います。 

  先ほどマンションの管理組合を、自治会としても機能させてるマンションもふえてるって話もありましたけ

れども、実際、都心のほうでもマンションのほうで、管理組合とは別に、オーナーさんがもう出てしまって、

賃貸で貸してる分譲のマンションもありますので、その賃貸で借りてる人は管理組合にはオーナーさんが入っ

てるので、つながりが持てないということで、いわゆるマンション全体を自治会として機能させて、全員の意

見として行政に伝えていくほうが効率がいいということで、いっとき廃れていた自治会活動というものも、そ

のマンションを中心に盛んになっているという報道も読んだことあります。 

  マンションの場合は、管理組合という同じ資産を一緒に管理していくという、そこの利害関係がはっきりし

ている中での横のつながりがスタートですので、いわゆるステークホルダーとして全員ががちっと、そこを何

という組織の活動にしていくかというのを変更するだけだと思いますが、やっぱり普通の一戸建てやアパート

に住んでいる地域の人たちに対して、その地域、安心安全な地域づくりのステークホルダーとして、行政と市

民と自治会がつながっているんだということを、加入されていない方たちにもお知らせするような工夫をしな

いと、単に数字だけを上げることが目標じゃなくて、多分コミュニティーをつくりたいというのが行政の目標

だと思いますので、数字を追うばかりではなく、そこの根本的なところから取り組んでいただけたらなという

ふうに思います。 

  それで、そもそも論なんですけども、先ほどいろいろ価値観が変わったり、地域への関心が希薄化してると

いう御答弁ありましたけれども、自治会というのはコミュニティーづくりの一つのツールだという考え方に立

ち返った場合、市民が地域のコミュニティーにつながりを持つ手段として、自治会以外にもあると思うんです

けれども、市が把握している地域とのコミュニティーにつながる手段という団体などはあるでしょうか。 

○市民生活課長（大法 努君） 現在、高齢者の見守りや防犯活動などを通じまして、地域の安全安心に力を注

がれておられる自治会、お祭りなど親睦活動を通じて地域のつながりを保たれている自治会も多くあります。

ただし、自治会の皆様がどれだけ頑張ったといたしましても、加入率の向上に結びつかないこともあり、自治

会組織の維持に苦労されているというお話を、会長初め役員の方々からお伺いしております。市民が地域コ

ミュニティーにつながる手段といたしましては、自治会以外に、例えば子供会、それからＰＴＡ、青少年対策

地区協議会、民生委員・児童委員、それから老人クラブ、ボランティア団体など、そういった団体があるとい

うふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（関田正民君） ここで１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時４３分 休憩 



－191－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時５２分 開議 

○副議長（中間建二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） 休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、ここで議会運営委員会委員長、中村

庄一郎議員の報告を求めます。 

〔議会運営委員会委員長 中村庄一郎君 登壇〕 

○９番（中村庄一郎君） 休憩中に開催いたしました議会運営委員会の協議内容について御報告を申し上げます。 

  本定例会の会議録署名議員であります中間建二議員が、本日の午後、議長職につくことに伴い、会議録署名

議員の追加指名を議事日程第４号追加の１として、本日の議事日程に追加することといたしました。 

  なお、指名する議員は、議長発議で行うことといたしました。 

  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

〔議会運営委員会委員長 中村庄一郎君 降壇〕 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） ここで、議事日程の追加についてお諮りいたします。 

  本日の日程に会議録署名議員の追加指名を追加し、直ちに指名したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中間建二君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議事日程第４号追加の１ 会議録署名議員の追加指名 

○副議長（中間建二君） 議事日程第４号追加の１ 会議録署名議員の追加指名を行います。 

  会議録署名議員として、19番 東口正美議員を追加指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） それでは、引き続き和地仁美議員の一般質問を行います。 

○１５番（和地仁美君） 午前中に引き続き再質問、自治会関係を続けさせていただきます。 

  午前中、最後の御答弁、質問は地域コミュニティーに市民がつながる手段として、自治会以外にどのような

方法があるかということに対して、自治会以外にも、子供会、ＰＴＡ、青少年対策地区協議会、民生児童委員、

老人クラブ、ボランティア団体などがあるという御答弁だったと思います。午前中のときに、午前中に自治会

がなかったら困ることは何かという逆転の発想で、逆に自治会の必要性や存在意義というものがわかるんでは

ないかということを述べさせていただきましたが、自治会の加入率を上げるということをさまざまな目標に設

定していることは、単に加入率を上げるという数字合わせではないですけれども、それが行政の目指してると

ころではないと思います。 

  地域のコミュニティーの活性化、あとつながりをつくっていくことによって、安心安全な地域を、地域住民

の力、あとそこに住んでる人の知恵でつくり上げたいという本質的な目的の達成のために、一つのやり方とし

て、今ある自治会の加入率を上げたいという、既存のものを活用したというといい言い方ですけれども、そこ

に縛られたという中での発想かなというふうに思いますが、市長答弁でもありましたけれども、価値観が変
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わったり、いろいろ家族形態が変わったりという中で、その本来的な目的を達成するために、ちょっともう一

度、一から考え直して、自治会ありきというわけではなく、自治会も生かしながらでもいいですけれども、新

たな手法というのを模索していただければなと思います。 

  それで、先ほど言っていたさまざまなコミュニティーにつながる手段ということで、例えば若い世代の方が

自治会に入りづらいということなどは、ＰＴＡはお子さんのいる御家庭は皆さん入ってらっしゃいますので、

そこを上手につないでいくだとか、そういった今ある既存の地域コミュニティーを連携させることで、大きな

地域のコミュニティーを形成していくというようなことを、今までその可能性など検討したことがあるか教え

てください。 

○市民生活課長（大法 努君） 自治会の加入率低下の根本的な問題解決を図るためには、自治会単独で立ち向

かっても解決できないこと、それからまたほかの団体に、先ほどのＰＴＡや青少年対策地区協議会、そういっ

たほかの団体においても、同様にそれぞれで抱えている問題などがあると思われます。そういった組織との連

携が、おのおのの団体の課題の解決につながる選択肢の一つであると考えております。ある意味、そういった

第三者の新たな新鮮な視点で、各団体へのお互いに意見を交わすことは、地域の課題解決に向けての大変意義

のあることだと認識しております。そのような連携を実践している自治体の研究、また東大和市にそういった

事例が取り込めるのか、市内にある各団体の形態や実情、相違などを加味した上で今後の検討になるかと思わ

れますけども、調査研究してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） このような地域コミュニティーが特になかなか活性化しないということは、当市だけ

の問題ではなく日本全国、特に都心部というか、山合いの集落などよりもちょっと希薄になったりしていると

いうことで、安心安全が保たれず、さまざま近所に住んでいたけど、顔を知らないということなどで事件など

起きたり、いろんな問題が起きてることは当市に限ったことではないと思います。また、高齢化、それから自

然災害などの際での地域のきずなというか、つながりが非常に有効であるということもわかっている中で、今

年度、国の措置として地域運営組織のために特別に500億円程度の枠組みが組まれて、地域の地域運営組織と

いう名前ですけれども、自治会やＰＴＡとか、もしくはＮＰＯ、さまざまなその地域にかかわるグループとい

うか、団体の連携で地域運営を進めていくために、国のほうも500億円という枠を予算でとって、それを後押

しすると。地域の運営で一番問題になってるのは、やはりいろんな活動をしたいけども、財政面できついとい

うようなことで、人に負担がかかったりということがあるようですので、そこをバックアップすると。ただ、

その申請はやっぱり市が窓口になってますので、やはり何もないところから地域住民だけで何かやってくださ

いというよりも、最初は市がリードして、国のほうでは事例としては、小学校区でいろいろな、避難所の関係

もあると思いますけども、活動するのが基本的な枠組みということで資料、出てますので、このようなことも

研究していただいて、やっていただきたいなというふうに思います。 

  それで、ことしになって市のほうで、この「自治会・地域コミュニティ活動の紹介」という三つ折りの資料

をつくられてると思うんですけれども、先ほど言った地域運営組織の形成もしていただきたいんですが、その

前提として、ここに載っている自治会活動の親睦活動、街を守る活動、街の美化活動・広報活動って大きく３

種類、載ってるんですが、先ほど来、市が自治会に期待しているお願いしたいと思っている活動は、この３つ

全てということでよろしいですか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 今、和地議員が御紹介していただいたリーフレットは、ことしの３月に地域
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コミュニティーのイベントを、市内の大型商業施設で行ったときに合わせて作成したものでございます。こち

らのほうも御来場になった方にもさしあげたところでございますけれども、重立ったというところで今御紹介

があった３つの活動ですね、まあ４つになるんでしょうかね、美化とか広報活動ございますので、そこの辺を

まず大きなところでは各自治会がなさってる─活動されてることは大きなところはそういうところでござ

いますので、そういうところに目を向けていただければ、加入につながるんではないかなというような思いで

作成したところでございます。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 突然話が飛んでるように感じられてるかもしれませんけれども、先ほど言っていた地

域運営組織をやる、もし仮に立ち上げるとしても、この自治会の主な活動の中で、恐らく市が期待しているこ

と、そして地域のためにもなるウイン・ウインのものというのは、まちを守る活動とまちの美化と広報、これ

を全部、もし地域にお願いしないで行政がやった場合は、全てそこにも経費がかかってきますけれども、なお

かつ地域がわからない、そういう中でやはり自治会と連携してやっていくほうが効果も効率もよいという部分

はここだと思うんですね。 

  最初のほうで質問させていただいた自治会費、昔は市報を配布することに対して40円、今160円になった経

緯も聞きましたけれども、その160円は何を期待していて、何をすることで生きてくるのかというのが、何と

なくいいことですよみたいなものに、ちょっとわからない値段がついてるみたいになると、やはり入る意義を

説明したり、入った方たちも自分たちがどこを担うんだというところが不明確になってしまって、やはりある

一定の方に負担がいってしまったり、新しい加入につながらないと思いますので、今後で構いませんので、こ

の地域運営組織なども横のつながりでいろんな世代の方や、いろんな方をつなげていく中でも、その地域運営

組織なり、自治会なりに、ここまではお願いするというところは基本的な地域の自治の運営であって、その上

の親睦活動とか、なおいっぱいやっていて、いろんなことを積極的にやっていただくところには、他の議員の

質問の中にもありましたけど、要するに補助というかが二段構えになるというか、ここの地域の防災、安全と

いうのはやっぱりそこは基本的に役割として担っていただいて、その上の顔が見えるとか、もうちょっと発展

したもの、お祭りをやるとか、そこはまた違ったことというような感じに二段構えにすると、もしかして緩く

つながりたいという世代の方については、そこは担うから、これで補助が出てるから、そこは例えば防災訓練

だけ出ますとか、そういうようなおつき合いがあってという形で、緩い、今の時代やニーズに合った形のつな

がりをちょっと研究していただいて、もしかしたら自治会という名前が入りづらいんだったら、何か新しい名

前でイメージを変えてもいいですので、子供の成績もテストの点数だけじゃなくて、本当に実のなる知識をつ

けるということと同じで、自治会の加入率という数字を追うのではなく、本来の目的の地域コミュニティーの

活性化ということが現実的なものになるように、ぜひ研究を重ねていただき、この国の補助金も活用できるよ

うであれば、積極的に活用していただければなというふうに思います。 

  以上で、自治会についての質問を終わらせていただきます。 

  次に、２点目なんですけれども、長期休職をしている職員への対応についてということで、少し確認をさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、先ほどの午前中の市長答弁でも、長期休暇の規定などについて概略を御答弁いただいていますけれど

も、再度で申しわけありませんが、詳細を改めて説明していただければと思います。 

○職員課長（原島真二君） 疾病等によります長期休暇の規定についてでございますけども、先ほどの市長答弁
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にもございましたが、最初の90日間は病気休暇となります。病気休暇は有給の扱いとなります。91日目以降、

分限処分の休職となりまして、１年の間、給与の80％が支給されます。なお、期末手当につきましては80％の

支給となりますけども、勤勉手当につきましては一定期間後、支給がなくなると、このような制度となってお

ります。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 90日間、病気休暇、その後、91日目から１年の間は80％の給与などが支払われるとい

うことですけども、その期間も超えてしまったその後がという形になった場合は、どういうふうな対応になる

のか、また完治できない、もしくは業務に復帰できるほどの状態にはなれないという場合の復帰できない場合

の対応について教えてください。 

○職員課長（原島真二君） 休職１年を過ぎますと、給与等の支給はなくなってしまいます。そのかわりに、市

町村職員共済組合から傷病手当金というのが１年６カ月の間、支給されることとなります。その後の半年間は、

何も支給されないということになりまして、休職３年を超えて復職できない場合につきましては、退職となる

ということになります。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 休職１年を過ぎると給与などの支給がなくなり、市町村共済組合から傷病手当金が１

年６カ月の間、支給ということですが、これも先ほどのいわゆる休職期間の給与、１年目ですか─の給与

などの80％と同等額であるのかどうか。それから、市町村共済組合には、市から何らかの補助というか、そう

いうものが支払われてるかないか教えてください。 

○職員課長（原島真二君） 傷病手当金につきましては、根拠が標準報酬月額を根拠としまして、これを基本的

に22で割った額を標準報酬日額として、この額の３分の２を日額として積算をいたしますので、大体給与総額

の67％ぐらいになるのかなという計算になります。 

  そのほかに給与が出てない期間につきましても、共済の負担金は使用者としてのお金が生じるものですから、

その部分についてお金がかかるということになりまして、また場合によりましては、休職者が出た場合には代

替職員を、臨時職員等を置くこともありまして、その場合には、配置した場合にはその経費が出ます。一般事

務の臨時職員を、例えば12カ月間雇用したとしますと、週の勤務時間を28時間と計算しますと、１年間で122

万円ほどの賃金が必要となるということになります。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 今、臨時職員の方でフォローするところまで御答弁いただいたんですけど、先ほどの

市長答弁では給料月額27万円の主事の職員の方を例に計算をされていたかと思うんですけれども、期末勤勉手

当を含めて年額で約360万円の支給、このほか共済組合の負担金として約63万円ということですので、市長の

御答弁の中の合計は約423万円ということになるのかなと思いますけれども、それに先ほど、もし臨時職員、

代替職員って言えばいいんでしょうかね─の臨時職員の方、週28時間、１年間雇用した場合は、その臨時

職員の方の約122万円の賃金が必要ということですので、じゃ全てトータルすると、今言っていた月額27万円

の主事の職員が１年間休職した際に、市が負担する金額というのは545万円という計算でよろしいんでしょう

か。 

○職員課長（原島真二君） 計算の上ではそうなりますが、臨時職員を雇用するのが休職期間とイコールになか

なかならないというのがございまして。といいますのは、復帰するのが、間もなく復帰するというような可能



－195－ 

性がある場合には、臨時職員を雇用しないで対応することもありますので、あくまで計算上で最大限、そのよ

うな臨時職員の雇用をした場合には、先ほど言った450万円ほどがかかるということになります。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 同じ休職期間と臨時職員の雇用の期間が全くイコールということは、基本的にはない

と思いますので、ただ考え方としては、そういう考え方で計算ができるということを理解しました。 

  市長答弁の中で、平成23年度は10人の休職者がいたというような御答弁で、各年度でお答えいただいてると

思うんですけれども、よくそのほかの資料などでも見せていただいた場合、その年度ごとの人数というのは来

るんですけれども、年度をまたいで休職をされる方というのも、私はいらっしゃるのかなって思うんですけれ

ども、例えば平成27年度の内訳では１年の休職の方が２人ということでしたけども、この人は、このお二人に

ついては、平成27年の前の26年度から年をまたいでいるのか、もしくは27年から28年にかけて年をまたいで１

年以上休職しているのかということが、市の資料では今までよく、各年度で切られちゃってるのでわからない

んですけれども、それを知りたいというよりも、市のマネジメント側でお一人の方が年度で頭数で、マネジメ

ントの層の方が把握してるんじゃなくて、名前までわかってるのかもしれませんけど、どれぐらい休んでるん

だという、その１人を追いかける期間というものはちゃんと把握されているんでしょうか。もし、差し支えな

ければ、例えば27年度に１年間の休職した方がまたいでいるのか、またいでないのかということも教えていた

だければと思います。 

○職員課長（原島真二君） 済みません、先ほどの答弁の中で、１年間にかかる経費、本人への支払い、共済組

合、あるいは臨時職員を合計した金額は「450万円」と申し上げてしまいましたけども、「545万円」ですね。 

  失礼いたしました。 

  今御質疑がありました平成27年度、１年間休職した２人についての状況ということでありますけども、１名

につきましては平成27年度当初から、たまたま当初から休職となったものでありまして、もう１名はそれ以前

から継続しての休職ということになっております。 

  また、職員一人一人の病気休暇期間でありますとか休職期間につきましては、特に休職は発令を伴いますも

のですから、資料としては全て個人ごとに把握をしております。この休暇の期間というのが、非常に年度で見

るか、あるポイントで見るかということで、いろんなとり方がございますけども、統計上はどうしても年度で

とってることがありますので、ちょっと一部わかりにくいところもありますけども、ほとんどの場合にはその

年度で何人かがというようなことで、御報告をさせていただいております。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 済みません、じゃその年度で、統計というか数字を把握しているということでいうと、

例えば４月、年度頭からお休み、90日を超えて休職に入られて、その後、１回、出てこられて、もう一度休職

という形になった場合は、頭数は２つみたいな捉え方になるわけですか、人数。 

○職員課長（原島真二君） 同じ者の場合には、合計した期間としますので２人分とは数えません。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 一人一人の期間と、また年度では、数字を何か比較検討するときには年度で区切って

やらなきゃいけないという御答弁だったと思うんですけれども、ではその各年度で休職者に対する─先ほ

ど月額27万円の主事の例で基本的な計算の考え方は教えていただいたんですけれども、実際の各年度でそんな

計算どおりいかない部分や、イレギュラーもある中で、休職者に対する市の負担額合計というものは、必ずど
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こかで把握するというような仕組みというか、毎年どこかできちんと把握するというような状況になっている

んでしょうか。 

○職員課長（原島真二君） 毎年度、休職者に支払った経費を別枠で集計してるということはないんですが、例

えば平成26年度と27年度の状況について申し上げますと、平成26年度は５人の休職者の方がおりまして、給料

及び各種手当の合計金額については298万円、共済費につきましては365万円、これ共済費のほうが多いという

のは、給与等を払わなくても共済費、使用者の負担が出ますので、こういう場合も、事象も発生するというこ

とがございます。また、平成27年度におきましては９人の休職者に対しまして、給料及び各種手当の合計額が

1,630万円、共済費は475万円がかかったというようなことがわかっております。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） その年、その年で状況は変わると思うので、毎年こうだというトレンドもないのかも

しれませんけど、少なくとも今の御答弁でいいますと、平成27年度に関しては2,000万円以上、休職者の方に

費用は負担しているという形になると思います。市の今の財政状況を見ると、この2,000万円というものは決

して小さい額ではないかなというふうには思うんですが、それが多い、少ないとか、休んだ方がどうだこうだ

ということを言いたいのではなくて、市のほうのマネジメントとして、これ毎年、何でこのように数字をきち

んと把握するような仕組みになってないんでしょうか。それは１度も検討された─人数は出るということ

で、今、例として平成26年と27年については数字を御披露いただいたと思うんですけれども、それを披露する

しないということについては、そんなに必要性はないかもしれませんけど、このマネジメント、市の経営を預

かっているマネジメントをする、今ここに座ってらっしゃる皆さんが、その数字を把握するということは、私

は一つ必要なことだと思うんですが、その話というか、検討はされたことはないんでしょうか。 

○総務部長（広沢光政君） 先ほど職員課長のほうからは、統計的なものはとってないというような御答弁申し

上げましたけれども、形としては、この部分は今、和地議員がおっしゃるように、休職者の方等の給与、これ

は別枠で統計はとってるというところでございます。ただ、発表等をしてるというわけではございません。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 多分、御自分が管理されている職場に、そういう方がいらっしゃったりすると、やっ

ぱり自分が持っている部や課のところでの具体的な問題として対峙をして、解決しなきゃいけないというのは

皆さん同じだと思うんですけれども、やはり市の幹部のマネジメントのトップのほうにいる方は、そうじゃな

くて全体としての問題意識を持つときに、人数ということも一つのファクターですけれども、それだけの市の

貴重な財源を使っているんだということを把握することで、事の重大性の物差しも変わってきますし、そうな

らないためにどうしたらいいだろう、自分の課にはそういう人はいないけれども、これは市の経営として大き

な問題だと、未然に防ぐにはどうしたらいいんだろうという視点に立つためには、やはり頭数ではなくて金額

でも把握をすると。それで病気になった方を責めるとか、そういうことではなく、経営の基本的な指標として、

それは何かの機会で年に一度ぐらいは問題意識を持って把握していただくようなことをお願いしたいと思いま

す。これは要望です。 

  ちょっと話は変わるんですけれども、公務災害ではない疾病について、労働基準法では特に定めはないと思

います。民間企業の場合は、各社の就業規則の中で、さまざま病気休暇などの休職について取り決めをしてい

ると思うんですけれども、一般的な民間企業では休職期間イコール雇用保障期間、要するに病気になっちゃっ

たけれども、まだ雇用して、また復帰を待っているよという期間については、多くの企業、これはほとんど、
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多くの企業というか大体の企業はやっていることは、勤続年数、それから勤続要件を加味して設定されていま

す。 

  例えばあるシンクタンクの調査では、勤続１年の場合は平均15.9カ月ぐらいは、その雇用を保障しますよと。

だけれども、勤続10年で、こんなに会社に貢献してくれた人が、たまたま病気になっちゃった。今までの貢献

度を考えると24.8カ月休職して、また復帰を待ってますよというように、言ってしまえば今までの勤続年数イ

コール、その会社への貢献度に応じて、やはり仲間意識とかそういうところで、その保障期間というものを上

下していると思うんですけれども、例えば市の場合は、ことし入社した、例えば１年目の人がたまたま病気に

なっちゃったといった場合も、10年以上、十何年頑張ってくれた非常に貢献してくれた方が病気になった方も、

全く同じ条件で休職という形になるんでしょうか。 

○職員課長（原島真二君） 休職できる期間につきまして、特に勤続年数により休職期間の差を設けていないと

いうのが実情でございます。市の分限処分にかかわるこの規定につきましては、国や東京都に準じる形で定め

ておりまして、他市におきましても類似の対応となっているという状況がございます。 

  以上です。 

○１５番（和地仁美君） 他市も類似で、東京都などに準じてるというんですけれども、さすがに１年目、２年

目というところでいうと、身体的な病気であったらちょっとそれは一概に要因はいえませんけど、もしかして

仕事が合わないという上での─ちょっとなかなか仕事に足が向かなくなったみたいな場合は、私は採用の

ミスだというふうには思いますが、思いますが、これはどうなんでしょう。行政というか、市のほうでは、こ

の勤続年数などに応じて変化をつけるということ自体はできないんでしょうか。それとも、ただ東京都に準じ

てるだけで、検討すればできることなのかどうなのか教えてください。 

○総務部長（広沢光政君） 基準ということに関しましては、こちらにつきましては条例等で、市のほうで変え

ることは可能だというふうに思います。ただ、先ほど担当課長のほうからもお話がありましたとおり、一方で

地方自治法にも決まりがありまして、給与以外の勤務条件等に関しての均衡の原則というのがございまして、

東京都ですとかが、そういった形をとってるということで、ほとんどが準拠してるというような形をとってる

ということでございます。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 当市のいろいろなそういった職員の皆様にかかわるところの規定などは、やっぱり東

京都に準じているというものがほとんどだと思うんですけれども、東京都が何かを先んじてリードしてやって

いただく後でやるということは、一つ大きな理由もあるので、やりやすいということもあるかもしれませんが、

やはりいろいろなところで市民の感覚であったり、地方自治体に求められていることであったりというものが

変化している中で、先んじて実現するということができれば、またそれは一つ、うちの市の特徴になるかもし

れませんが、そこまでしなくてもやはり市民の納得感とか、やはり市民の皆さん、ほとんど民間企業に勤めて

いる中での─そういった中で勤務をされてますので、そこの納得性というものもひとつ研究をしていただ

いて、そういった市民のほうの感覚でいうと、やはり１年目の人も10年目の人も同じというのは、ちょっとな

かなか、やっぱり公務員は違うんだなって言われてしまう部分になると思いますので、研究していただければ

と思います。 

  実際には、公務員の皆さんの仕事というものは、私も議員になってより皆さんのお仕事を理解して、本当に

大変な仕事だなと。民間企業の仕事と比較しても、よく公務員はということを言う方はいますけど、実際には
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本当に大変なお仕事をされているということは、私も十分理解しておりますが、一方でやっぱり近年、雇用情

勢がちょっと不安定化している中で、当市に応募している応募者数を見れば、やはり公務員の方に対する人気

というものも高まっていて、それは全員が全員、さまざまな動機があって御応募されてると思いますけれども、

やはりなかなか公務員の皆さんの仕事が見えないから、その安定性というところだけにフォーカスして、応募

されてくるという方がいることも一方で事実だと思います。それを上手に面接をして、よりそういった安定性

ではなく、チャレンジ精神を持った方を採用するということは、やっていただいているとは思うんですけれど

も、いかんせんそういったイメージの中で応募してこられる方がいるということについて、やはり安定性、雇

用面、先ほどの１年目で病気になっても雇用が維持されるというようなことなどについては、見方によっては

民間企業に勤めるよりは安定性があると思います。そういった中でも、やはり雇用を維持するときに、民間企

業は自分たちで稼いだお金を財源とするので、それをどうやって仲間を維持するかは、使うことは自由だと思

うんですけども、行政の場合は市民の皆様に負担いただいてる税金というものを原資にして、休職者の皆様の

雇用を維持するという大きな根本の違いがある中で、どうしても休職しなきゃならなかった職員の方に対して

は、どのような対応というのをマネジメントのほうではされているのか、どういうふうな対応というか、連絡

をとるなり面談をするなりという対応をされてるのか教えてください。 

○総務部長（広沢光政君） 病気休職者に対するマネジメントというものの一環だと思いますけれども、まず実

際に病気休職者、休んでる方に関しましては、早期復職のために療養に専念させるというのが現状でございま

す。ただ、今御質問者お話ありましたとおり、マネジメントということもありますので、状況の把握という意

味で定期的に連絡をとっているというところでございまして、具体的には電話、もしくはお住まいの近くに出

向いて、状況等の確認をさしていただいているというふうな状況でございます。 

  今るるお話があった中で、マネジメントという意味での責任的な問題でございますけれども、管理者に対す

るマネジメント上の責任ということにつきまして、休職者が特にメンタルを理由とした休職の場合には、仕事

ですとか私生活、それから性格、そういった複合的要因によることが多いという一面もございますので、一概

に職場の管理監督者に人事管理の責任を問うというのも、なかなか難しいかなというふうには考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 地方公務員法の第30条の服務の根本基準という条があると思うんですけれども、「す

べて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこ

れに専念しなければならない。」っていうものが、公務員法第30条で言われてるんですけれども、この条文と

照らし合わせた場合、身体的なトラブルで、これを守れない状況にはなりつつも、これが根本にあるんだとい

うことを考えた場合、先ほど御答弁いただいた現在の東京都に準じた形の長期休職者への対応は妥当であり、

市民の納得を得られる対応であるというふうにお考えか、市のお考えを教えていただきたいんですけども。 

○副市長（小島昇公君） いろいろ御質疑いただいた中で、やはり税金でというところは強く認識をしているつ

もりでございます。そして、私ども職員が市民の皆さんにお返しができるのは、やはりその職務でお返しする

ということだというふうに、職員全員が同じ考えを持って仕事に専念をさしていただいております。ですから、

採用するときも、今御質疑のありましたように公務員は安定してると、潰れないだろうというところを、非常

にやはり皆さん、公務員のよさとして認識してるのは事実でございますが、過去においての公務員という皆さ

んがお持ちの印象と、現状の仕事を取り巻く状況というのは、はっきり言って一変しているというふうに思っ
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ておりますので、面接の際にもそういうお話をさしていただいております。 

  ただ、採用した職員を期間で、早く退職してくださいよという考えではなくて、極力ストレスを小出しにし

て、身体の─精神的な病にならないような努力もしますし、やはり一日も早く復帰をして、仕事で市民の

皆さんにお返しができるというのを、私どもは第一義的に考えてるということでございます。そして、今お話

のございました勤務年数や何かによって、同一が本当にいいのか、差をつけるべきじゃないかというようなこ

とにつきましては、すぐ結論を出すわけにはいきませんので、やはり民間準拠というところもありますし、東

京都や国との協調を保つということも、あわせて検討を交わしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１５番（和地仁美君） 今はさまざまな職場で、いわゆるメンタル的なところで休職になる方々も、別に市役

所だけではなくて、いろんなところで非常にふえているということは報道などでもありますけれども、体にし

ろメンタルにしろ、ぐあいが悪くなった本人が一番つらいと思います。それをカバーする同じ職場の方も、や

はり負担がくる。それで、臨時職員の方が来て、何とか回していくという規定で、それに対してマネジメント

の人たちがよほどの問題意識を持っているということが、休んでる方への思いやりと、それを問題だと思って

るのが同じぐらいに伝わっていかないと、何となく大丈夫なんだみたいな、ちょっとうまく言えないんですけ

れども、いい意味での緊張感とか組織風土とか、それからやはり自分たちの─先ほど地方公務員法第30条

の話させていただきましたけれども、本来的な公務員の職責について、やはりいつも考えながらいろんなこと

に当たる。マネジメントの人は問題が起きないほうが経費的にも風土的にも、いろんな面で本人のためにもい

いというようなところをよくやっぱり考えて、それで対応しているという前提があって、初めて市民の納得感

を得られると思いますので、具体的な対応策というのはすぐには出てこないと思いますが、まずは先ほど言っ

たその金額を把握していただくであるとか、全体で問題を共有していただくというようなところから、対応し

ていっていただければなというふうに思います。 

  以上で、私の一般質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（中間建二君） 以上で、和地仁美議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 二 宮 由 子 君 

○副議長（中間建二君） 次に、５番、二宮由子議員を指名いたします。 

〔５ 番 二宮由子君 登壇〕 

○５番（二宮由子君） 議席番号５番、興市会、二宮由子です。通告に従いまして、平成28年第２回定例会にお

ける一般質問を始めさせていただきます。 

  初めに、熊本県、大分県を震源とする平成28年熊本地震によりお亡くなりになられた方々、御家族、関係者

の方々に対し、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げま

す。被災地では、震度１以上の地震が1,600回を上回り、いまだ余震により多くの方々が不安な日々を過ごさ

れていることに胸を締めつけられる思いです。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

  2011年、平成23年３月11日に発生した東日本大震災、その５年後の2016年、平成28年４月14日に発生し、現

在も体に感じる揺れが続いている熊本地震など、比較的短い周期で大地震発生が続く状況の中で、今後30年以

内にマグニチュード７クラスの首都直下型地震の発生する確率が70％の予測を鑑み、いつ起こるかわからない

地震への災害対策の強化が最重要課題ではないかと改めて認識いたしました。 
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  そこで、熊本地震の発生以降、私どもの会派に寄せられました市民の皆様からのお問い合わせ、御意見など

を踏まえ、市の安全安心のまちづくりにおける災害減災の取り組みについてお伺いいたします。 

  第１に、公共施設の耐震化について。 

  ア、現状及び対応は。 

  イ、耐震性・耐震強度の状況及び非構造部材の耐震対策は。 

  ウ、今後の課題は。 

  第２に、避難所の整備について。 

  ア、防災計画で想定されている避難者数などを見直す考えは。 

  イ、避難所駐車場などにおける車中泊への対応は。 

  ウ、避難所体験訓練の状況及び避難所管理運営マニュアルの活用は。 

  エ、防災機能の充実は。 

  オ、災害時のペット対策は。 

  カ、今後の課題は。 

  第３に、備蓄品について。 

  ア、備蓄コンテナの設置状況及び備蓄品の整備拡充は。 

  イ、今後の課題は。 

  第４に、支援物資の集積拠点整備について。 

  ア、現状及び対応は。 

  イ、今後の課題は。 

  第５に、仮設住宅建設用地の選定について。 

  ア、現状及び対応は。 

  イ、今後の課題はなど、お聞かせいただきたくお伺いいたします。 

  以上、この場におきましての質問を終了させていただきますが、再質問につきましては御答弁を踏まえまし

て自席にて行わさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〔５ 番 二宮由子君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、公共施設の耐震化についてでありますが、市では平成21年４月に策定しました

東大和市が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備プログラムに基づき、小中学校や公民館、市役所庁

舎など31の施設について耐震化の促進を図ってまいりました。その結果、耐震性の確保が必要な29の施設につ

いて、平成27年度までに耐震改修や建て替えにより耐震化対策を講じたところであります。 

  次に、耐震性の状況及び非構造部材の耐震対策についてでありますが、耐震性の状況につきましては、耐震

性能をあらわす指標としてのＩｓ値が地震に対して倒壊、または崩壊する危険性が低いレベルであります0.6

を満たすよう、建築物の耐震補強を行っているところであります。ただし、学校施設につきましては、文部科

学省の通知に基づき、Ｉｓ値を0.7以上とする耐震補強を行っております。また、非構造部材の耐震化につき

ましては、順次、小中学校の外壁改修工事を実施しているところでありますが、今後は校舎内部の非構造部材

の耐震工事にも取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、今後の課題についてでありますが、東大和市が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備プログ
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ラムに基づき、構造部材につきましては耐震化を完了したところであります。今後は、これらの施設の非構造

部材の耐震化について検討する必要があると考えております。 

  次に、防災計画上で想定されている避難者数などの見直しについてでありますが、当市の地域防災計画で想

定されている避難者数等の被害想定は、専門的な知見に基づくため、平成24年４月に東京都防災会議が発表し

た首都直下地震等による東京の被害想定に準拠しております。現在のところ東京都防災会議におきましては、

被害想定の見直しの動きがないことから、地域防災計画上の避難者数等の見直しについては考えてはおりませ

ん。 

  次に、避難所駐車場等における車中泊への対応についてでありますが、今回の熊本地震では強い余震がおさ

まらず長期化したことから、多くの住民の皆様が不安から自宅に戻らず車中泊を強いられていることが報道さ

れております。車中泊は、健康管理上さまざまな問題を抱えていることから、速やかな避難所への避難が必要

であると考えております。 

  次に、避難所体験訓練の状況及び避難所管理運営マニュアルの活用についてでありますが、避難所体験訓練

は毎年度１回、学校を借用して実施しており、平成27年度は第九小学校において実施しました。平成28年度に

つきましても、訓練を実施の方向で準備を進めております。また、避難所管理運営マニュアルの活用につきま

しては、各避難所の実態に即し、かつ携帯しやすい簡易マニュアルについて、関係機関と協議しながら作成を

進め、活用を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、避難所の防災機能の充実についてでありますが、市ではこれまでに避難所に指定されている公共施設

の耐震化や備蓄コンテナの設置、ろ過器や発電機の配置など、避難所の防災機能の充実に努めてまいりました。

今後も防災機能のさらなる向上はもちろん、避難所における生活環境についても改善できるよう努めてまいり

たいと考えております。 

  次に、災害時のペット対策についてでありますが、災害時に多くの避難者がペットを同行して避難所に避難

することが想定されることから、平成26年６月に策定された避難所管理運営マニュアルでは、同行避難した

ペットの収容場所の設置、飼い主の管理責任、飼育ルールの遵守、動物の受け入れの東京都や獣医師会との連

携などの同行避難対策について定めたところであります。 

  次に、避難所の整備における今後の課題でありますが、避難所に指定している公共施設における非構造部材

の耐震化や、備蓄食料の増強が課題であると認識しております。 

  次に、備蓄コンテナの設置状況及び備蓄品の整備拡充についてでありますが、現在、市内17カ所に備蓄コン

テナを、また市内６カ所に備蓄倉庫を設置し、食料品、発電機、ライト、救急用具、燃料、日用品などの災害

対策用備品を備蓄品として保管しております。今後の課題としましては、平成24年度に地域防災計画を修正し、

被害想定も見直したことにより、備蓄食料が不足していることから、段階的に増強してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、支援物資の集積拠点整備における現状及び対応についてでありますが、地域防災計画では、地域にお

ける緊急物資等の受け入れ、配分、避難所への輸送等の拠点として、市役所本庁舎を地域内輸送拠点と定めて

います。今後の課題につきましては、膨大な支援物資が集積した場合の仕分け、配送作業の人員の確保が重要

であると考えております。 

  次に、仮設住宅建設用地の選定の現状及び対応についてでありますが、地域防災計画では接道及び用地の整

備状況、ライフラインの状況、広域避難場所などへの利用の有無等を考慮の上、市では上仲原公園と都立東大
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和南公園を応急仮設住宅建設予定地として選定しております。今後の課題につきましては、災害の規模により

仮設住宅の需要が増加した場合の新たな建設用地の確保であると考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○５番（二宮由子君） 御答弁をいただき、ありがとうございました。 

  それでは、順次、再質問をさせていただきます。 

  まず、公共施設の耐震化についての現状及び対応はについてです。 

  御答弁の中では、東大和市が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備プログラムに基づいて、31の施

設について耐震化を進め、耐震性の確保が必要な29の施設について耐震改修や建て替えなどを実施されました

というような御答弁をいただきました。そこで、31の施設のうちの29施設を耐震化されたということなので、

耐震化対策を講じていない２つの施設の状況について伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） 耐震の関係でございますけれど、東大和市が所有する防災上重要な公共建築物

の耐震化整備プログラムに基づき、31の施設につきまして、まず耐震診断を実施しております。耐震診断の結

果、狭山公民館と蔵敷公民館、こちらの２つの施設につきましては、耐震性のあることが確認されましたので、

改修の必要がなかったといったことでございます。 

  以上です。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁からすると、市内の公共施設の耐震化というのは、全て終了したという認識

でよいのか、確認をさしていただきます。 

○都市計画課長（神山 尚君） 平成21年に策定いたしました耐震化整備プログラムは、防災上重要な公共建築

物を対象としたものでございます。これは消火活動、避難誘導、情報伝達など、防災業務の中心となる施設や

被災者の避難所となる施設は、災害時において重要な役割を果たすといったことがあるためでございます。現

状につきましては、防災上重要な公共建築物についての構造の耐震化を完了したといったところでございます。 

  以上です。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁の最後に、構造の耐震化を完了ということですので、次の耐震性と耐震強度

の状況及び非構造部材の耐震対策はについて伺いたいと思います。 

  耐震性についてですけれども、基準に基づいて、国の基準ですか─に基づいてＩｓ値を0.6から0.7以上

とする耐震補強が行われているという御答弁でした。そこで、現状の耐震補強で熊本地震のような複数回、震

度７ですか、その地震に対する耐震性が確保されているのかというのを伺いたいのと、またその震度６から７

の地震を受けると、耐震性能というのはどの程度低下をするのか、あわせて伺います。 

○建築課長（中橋 健君） 耐震化に当たりましては、大地震の際に構造体に部分的な損傷が生じたといたしま

しても、人命の安全確保が図れる水準とする補強を第１の目標としております。一般的には、複数回の大地震

に耐える補強を目標水準としていることではございません。また、大地震による揺れを受けた建物の耐震性能

につきましては、建物ごとにもともとの耐震性能や地盤の状況などが異なることから、低下の度合いを示すこ

とは困難であると考えております。 

  以上です。 

○５番（二宮由子君） それぞれ建物の強度というのは違いますから、一律に示すことは困難であるとは思いま

すけれども、現行の耐震基準に適合した建物が震度７の揺れを一定受けると、その柱と柱の間に斜めに入れて
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いる補強材ですか、これ筋交いというんでしょうか。それが外れたりですとか、あと固定部分が壊れたりして、

その構造性能が低下して耐震補強の役目を果たさなくなるというふうに専門家の方がおっしゃっておりました。

現状の耐震補強では、震度７クラスの複数回数の地震に対する耐震性を目標水準とされているわけではないと

いうふうな御答弁もいただいておりますので、そうしますと現行の耐震基準も同様に、震度７クラスが連続し

て発生する大地震には対応されていないとの認識でよいのか、確認をさしていただきます。 

○建築課長（中橋 健君） 繰り返しとなりますが、一般的には複数回の大地震に耐える補強を目標水準として

いることではございません。 

  以上です。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） ただいま建築課長のほうから、建築基準に基づく耐震性についての答弁をさせ

ていただきましたけれども、耐震基準以外にも建築基準法の基準といったものは、最低限度を示しているもの

でございまして、安全性の確保、衛生面の確保とか、そういったところで最低の基準を一応定めています。そ

ういったことから、今回たまたま地震のメカニズムのこともございますけれども、大きな規模のものが２回続

いたということでございますので、そういったようなことがあった場合には、最低の基準を守っていても２度、

３度、耐えることは非常に困難だといったようなことは、今後、積極的に市民の皆様にも発出していく必要が

あるというふうに感じているところでございます。なかなか２回の大きな大地震に備えるといったことになり

ますと、コストをかけなければいけないというようなことがございますので、そういったものを基準にしてい

くといったことについては、国交省のほうでもまだ議論をまつところというふうになっております。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今までの地震、過去に教訓を、いろいろさまざま教訓がありますけれども、そのような

地震とはまた異なった形態のもの、熊本地震というのは震度７が２回連続して起こってしまったというそう

いった地震でもありますので、ぜひこれからも耐震補強工事がもう大分完了してしまったので、これからは非

構造部材の耐震補強に取り組みを進めていただきたいんですが、ぜひその中でも御検討いただければと思いま

す。 

  熊本地震の連続した大地震の発生によって、耐震基準が厳しくなった2000年以降建てられた戸建ての住宅が

倒壊したりですか、またマンションなど高層の建物が、倒壊しないまでも１階が押し潰されてしまったり、玄

関のドアがあかなくなるような損傷を受ける可能性が大いに考えられます。実際にそういった映像も、熊本地

震では映像もありました。大地震が発生したらば、とにかく避難所などに避難をして、強い余震の揺れがおさ

まるまで、そのまま避難を続けるということが、市民の皆さんの命を守るためのとるべき行動ではないかと思

いますが、市の御認識を伺います。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 二宮議員おっしゃるように、大きな損傷を受けていた場合には、やはり次の余

震がどうなるかわからないといったような状況では、その余震の強さがおさまるまでというのの間につきまし

ては、避難所などに避難していただくことが懸命だというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今御答弁いただいた、その強い余震がおさまるまでは避難所などで避難していただくこ

とが懸命であるということの御答弁でした。そうしますと、後ほど伺う東日本大震災を踏まえて検証されまし

た東大和市地域防災計画で想定されている避難者数を大幅に変更する必要があると思うんです。この点につい

ては後ほど伺いますので、非構造部材の耐震化、ここでは非構造部材の耐震化について伺いたいと思います。 
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  現在、小中学校の外壁改修工事を実施しているというふうなことでした。これから校舎内の非構造部材の耐

震工事に、取り組まれるというふうな御答弁もいただきました。そこで、当市として耐震化を進める非構造部

材の詳細というのを伺うのとあわせて、非構造部材の耐震化に関しては国や東京都からの補助対象になってい

るのか、また実施計画などで計画性を持って取り組まれているのか、小中学校の非構造部材の耐震化はいつご

ろまでに完了されるのか。４点、合わせて伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） それでは、私のほうから最初に学校以外の施設について御答弁申し上げます。 

  １点目の非構造部材についてでございますが、こちらにつきましては具体的な規定はありませんけれど、一

般的には天井や外壁などといったものが考えられると思います。 

  ２点目の補助制度でございますが、学校以外の施設の非構造部材の耐震化に対する補助は、平成25年度から

一部の天井やエレベーターが国庫補助の対象となっております。 

  ３点目の計画性についてでございますが、これまでは災害時に重要な役割を果たします防災上重要な建築物

の構造の耐震化に取り組んでまいりましたが、最後の建築物といたしまして、平成27年度に市役所庁舎、こち

らの構造の耐震化策を講じたところでございます。 

  非構造部材の耐震化につきましては、一応今、今後検討という段階でございまして、計画の策定までには

至っていない状況です。 

  以上です。 

○建築課長（中橋 健君） １点目の非構造部材につきまして、こちらは学校施設についてでございますが、天

井、外壁、間仕切り、ガラス、ロッカーなどの備品など、構造体とは区分された部材を非構造部材として扱っ

ております。 

  ２点目の補助制度につきましては、学校施設につきましては非構造部材の耐震化に対しては国庫補助、また

期限つきではありますが東京都の補助金が該当いたします。 

  ３点目の今後の計画についてということでございますが、学校施設においては実施計画等に基づき、現在、

計画的に取り組んでいるところでございます。 

  また、４点目といたしまして、学校の非構造部材の完了時期についてでございますが、非構造部材の一つで

ある外壁改修工事につきましては、これまで平成26年度より取り組み、現在11校実施いたしました。平成28年

度で２校実施しますと、残り２校となります。また、平成27年度には小学校の非構造部材の調査委託を実施い

たしまして、また平成28年度におきましては小学校の体育館、バスケットボール耐震化設計委託を計画してお

ります。こういったものにつきましては、これらの結果に基づきまして実施計画に反映させながら、引き続き

耐震補強工事につきましても計画的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今伺った御答弁の中で、学校施設については計画的に取り組みを進められるということ

なんですけども、その学校以外の施設については計画、今後検討という段階ですか、まだ計画までには至って

ないということなので、次の今後の課題についてというところで伺いたいんですが、市長の御答弁で東大和市

が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備プログラムで、防災上重要な公共施設として位置づけられて

いる施設の非構造部材の耐震化については検討されるという御答弁です。これは先ほどの御答弁の学校以外の

施設についてのところと重なる点があるんですけれども、そうすると小中学校の非構造部材の耐震化について

は取り組んでまいりたいというふうにおっしゃってますので、小中学校と同様の避難所となる公民館や市民セ
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ンターの非構造部材の耐震化については検討されるということですから、まず先に小中学校の非構造部材の耐

震化を進めて、その後、それが完了した後に公民館ですとか市民センターの非構造部材の耐震化に取り組むと

いうような理解でよいのか、その順序というのをちょっと教えていただきたいんです。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 現在のところ学校の非構造部材の耐震化が完了したら、すぐにそのほかの公共

施設の非構造部材に取りかかるといったスケジュール的なものが完全にでき上がってるわけではございません。

ただ、研究しなくてはいけない部分がかなりございますので、補助のことですとか、先ほど御質問者もその補

助金をどう使っていくんだといったようなこと、ちょっとあったと思いますけれども、いろいろと研究した上

である程度のスケジュール化を図っていく必要があるということは認識しておりますけれども、学校が終わっ

てすぐにいろんなことに着手というものを明確に分けている段階では現在はございません。 

  以上でございます。 

○副議長（中間建二君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時５９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時１０分 開議 

○副議長（中間建二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○副市長（小島昇公君） 先ほどの答弁に補足でお答えをさしていただきたいと思います。 

  まず１点は、補助金の関係で、先ほど学校、その他の施設については国・都の補助があるというお答えをさ

していただきました。実際には今年度の七小、八小の外壁の改修工事につきましても、当初予定されておりま

した国の補助が実際には不採択になったという状況がございます。ですから、ルールとしてはあるということ

でございますが、非常につきづらい状況になっているというところを、一つ加えさしていただきたいと思いま

す。 

  それから、もう一つ、学校の非構造部材が終わった後、他の避難場所等の構造部材の工事についてどうかと

いう御質疑ございましたけども、基本的にはすぐやりたいと思っておりますが、財政上の問題ございます。命

が大事ですから、まずお子さんからということで学校を先にいきますけども、それが終わるのか、同時なのか、

できればいいなというのは市長も考えておりますが、あくまでも財政で、どういう財源でできるかというとこ

ろと、総合的に検討さしていただくということでお答えとさしていただきます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 財政上と言われてしまうと、余りいろいろと言えなくなってしまうんですけれども、も

ちろん東日本大震災や熊本地震では、天井材の落下によりまして応急避難所として使用できなくなった体育館

ですとか学校施設が多くありましたので、早急に小学校ですか、体育館も含めまして耐震化、非構造部材の耐

震化を進めて、安全な避難所として開設できるような環境整備を図っていただきたいですが、当市では学校だ

けでなくて公民館、市民センターも避難所として指定されています。それらの中には、昭和56年５月以前の旧

耐震基準で建築されましたが、その耐震診断の結果、十分な耐震性を保有するものとして耐震化整備不要と

なった冒頭に伺った２施設があります。 

  この２施設というのは、昭和50年建築の蔵敷公民館、昭和50年建築の狭山公民館というのは、築39年から41

年との経過してますので、その構造部材に影響が出なくとも、非構造部材のガラスですとか、先ほど伺った非

構造部材は何かというふうに伺ったら、天井ですとか外壁というふうに御答弁いただきましたけれども、これ
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ガラスや照明というのも非構造部材の一種だと私は思うんです。そのようなガラスや照明の落下ですとか、ブ

ロック塀などの倒壊などの影響で、避難所として使用できなくなることも十分に考えられます。また、この地

域は避難所として指定されてる小中学校まで距離がありますので、収容人数が多い避難所ではありませんけれ

ども、備蓄コンテナも設置され、避難所として指定されている公共施設ですので、近隣の方々が安全に、そし

て安心して避難できる環境整備を図っていただけるよう、つきづらい国庫補助金ですけれども、それもぜひ活

用していただいて、非構造部材の耐震化は早急に進めるべきだと私は考えておりますが、御見解を伺います。 

○副市長（小島昇公君） 先ほどのお答えも、基本的にはなるべく早く進めたいというのが大前提でございます。

今の御意見も踏まえながら、どういう方法で早くできるかということを検討していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ御検討のほど、よろしくお願いいたします。 

  次に、避難所の整備についてです。 

  防災計画で想定されている避難者数を見直す考えはについて伺います。 

  東京都の被害想定に準拠されているので、東京都防災会議ですか─で見直しが行われていなければ、避

難者数の見直しというのは行わないという御答弁でした。もちろん被害想定を独自で試算するということは、

非常に困難ですので。そうはいっても熊本地震では、全半壊世帯の方々に加えまして、余震による建物倒壊の

おそれや不安を感じて御自宅に戻れない方々ですとか、１回目の地震で家の外観はびくともしなかったけれど

も、家の中が散乱したので避難所に行かれた方々など、想定されていた以上の被災者の方が避難所に詰めかけ

ました。 

  先ほど申し上げました大地震が発生したら、とにかく避難所などに避難して、強い余震の揺れがおさまるま

で、そのまま避難を続けることが、市民の皆様の命を守るためのとるべき行動ではないかというふうに申し上

げた。これを踏まえますと、東大和市地域防災計画で想定されている避難者数を大幅に変更する必要があると

いうふうに私は考えております。市の防災、減災の取り組みのもととなるのが地域防災計画でもあり、その避

難者数がふえることを前提とした避難所の整備など予測して、市としてできることから始めておく必要がある

と考えますが、いかがでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 避難者数がふえることを前提に、避難所の整備等を予測しておく必要があるんで

はないかということでございますが、避難者数の想定も被害想定の一環で導き出されるものでございますので、

専門的な知見に基づきます。このため東京都が修正を行った場合に、それに伴って新たな被害想定が出されま

せんと、まず避難者数等を想定することは難しいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） それでは、その現時点での想定避難者数と避難所の収容可能人数ですか、あと避難所の

施設の数を伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 現行の地域防災計画におきまして想定している避難者数は２万3,541人、避難所

の収容可能人数は２万4,718人、避難所の施設数は29カ所でございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁からすると、現時点での想定避難者数ですか、それは収容可能人数よりも少

ないので、29カ所の施設で全て受け入れ可能であるということだと思うんです。当市は、避難地域というんで

しょうか、それを中学校区で地区割りされておりまして、その中で私の住む第四中学校区というのは、立野、
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上北台、桜が丘という区域でありまして、戸建て住宅ですとか高層の建物が建ち並ぶ地域です。熊本地震での

状況などを鑑みますと、避難者数は現状の想定数よりも確実に増加するだろうというふうに予測されます。ま

た、この区域の避難所は、第四中学校、第八小学校、第十小学校、都立東大和高校、都立東大和南高校、上北

台市民センター、桜が丘市民センター、市民体育館、中央公民館と避難所に指定されている施設の数が、ほか

の区域と比べても多いのですが、これらの施設の中で避難所として一番収容人数の多い市民体育館は1,440人

収容できます。この市民体育館なんですけれども、地域防災計画上、災害時派遣部隊宿泊予定地として第１体

育館、第２体育館、第３体育館が指定されています。これは自衛隊へ災害派遣要請を行った際の宿泊所になる

ことを定めたものですので、市民の方の避難所にはなり得ないのではないかというふうに思うんです。もしそ

うであれば、市民体育館を避難所として避難された方々への対応、収容人数として示されてる1,440名の方々

への対応はどのようにされるのか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 市民体育館におきましては、都知事による自衛隊の災害派遣要請が行われ、それ

に基づき派遣が実施された場合に、宿泊場所として予定されているものでございまして、派遣がなされなかっ

た場合や、野営などによる場合には、避難所として機能するものでございます。また、現実的な対応といたし

ましても、市民の皆さんの避難が最優先されるものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁から、自衛隊の災害派遣要請が行われるほどの甚大な被害が発生した場合と

言うんですけど、そういった場合は避難所に避難される方というのはたくさんいらっしゃると思うんですよ。

逆に言えば、その災害派遣要請が行われない災害であれば、避難所に避難される方はそれほどいらっしゃいま

せん。もちろん御答弁のように、市民の方々の避難が最優先でありますので、東大和市地域防災計画に示され

ている災害時派遣部隊宿泊予定地を、例えば桜が丘市民広場のように、ある程度の広さのある場所に定めるな

どの見直しができるのかどうか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 自衛隊は野営活動が可能な組織でございますので、桜が丘市民広場のような、一

時的な避難場所として利用した後、柔軟に活用できるよう、特に用途が指定されてない場所を野営地として活

用することは可能であると思われます。ただ、こちらにつきましては今後の検討とさしていただきます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ検討していただいて、今後、東大和市地域防災計画見直しの際には、ぜひその点も

見直していただければと思います。 

  次に、避難所駐車場等における車中泊への対応についてです。 

  車中泊に対する健康面での問題などから、避難所への避難が必要との御答弁をいただきました。当市の防災

計画には、車中泊に対する何らかの対応というものが示されているのか伺うのとあわせて、車中泊でも、リス

クを抱えながらも避難所よりも車中泊を選択された理由について御認識を伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 当市の地域防災計画におきましては、車中泊に特化して、その対応について示さ

れた項目はございません。 

  それから、避難所よりも車中泊を選択した理由につきましては、今回の熊本地震での報道等によりますと、

余震への恐怖から屋内が怖いと、またプライバシーのない避難所がストレスを感じると、また子供やペットが

いるため避難所の利用を遠慮してるというようなことが、挙げられていたと認識してございます。 

  以上でございます。 
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○５番（二宮由子君） 今までというのが想定されたということでしょうか。避難所までの移動手段というのは、

徒歩での避難を想定されていたと思うんですけれども、高齢者の方ですとか、ペットと同行避難する方、また

御答弁にもありましたプライバシーのない避難所でのストレスなどを考えると、熊本地震では車で避難所まで

来られた方、車中泊を選択された方などがたくさんいらっしゃいました。そこで、各避難所で駐車場整備など

車中泊への対応を避難所管理運営マニュアルに示す必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） まず、熊本におけます車中泊の状況でありますが、高齢者やペットもさることな

がら、距離的に徒歩等での移動が困難なエリアが多く存在したことも一つの要因だと考えてございます。また、

政府としましては、車中泊の避難についての指針は、現在のところ特に検討していないとしております。また、

地域防災計画を作成する際の基本となる国の防災基本計画や、避難所運営マニュアルガイドラインにも示され

ておりませんことから、当面、徒歩で最寄りの避難所に来てもらうことを基本として、周知に努めてまいりた

いと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁だと、徒歩で避難に来られるように対応してもらうように周知に努めるとい

うことですけれども。ということは、車中泊への対応というのは、全く行わないという理解でよいのか、

ちょっと確認させていただきたいのと、あと徒歩での避難を市民へ周知されるということなんですが、どのよ

うに市民の皆さんに周知をされるのか。また、一生懸命、周知はしたけれども、実際に車で避難所に来られた

方への対応について伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） あくまでも避難は徒歩でというのが原則でございます。また、避難所、それから

例えば学校における校庭など、今後、野外での避難所開設も考えられますし、学校再開後の問題も出てまいり

ますので、このようなことから現時点では避難所の駐車場設置につきましては、想定しないことと考えており

ます。ただし、例外的なケースとか、やむを得ない場合とか、必ず車の移動も可能性ございますので、そのこ

とに関しましてはマニュアル化についても、研究はしていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） やむを得ない場合ですか、マニュアル化も研究していきたいということですので、ぜひ

研究していただきたいんですけど、駐車場の整備が図られていない避難所に車で避難された方々というのは、

敷地内の空きスペースがあれば、どうにかして車を駐車させようと努力すると思うんです。その結果、支援物

資の搬入路の確保ですとか、車や人の動線というものの確保が後回しになってしまって、避難所運営が混乱し

たり、そういった原因の一つになってしまうと私は思います。また、避難所によっては、建物の大きさや駐車

場として整備できる広さの敷地の有無など違いがありますよね、それぞれの避難所によって。ですので、その

駐車場のレイアウト例として、避難所管理運営マニュアルに、一例として示していただいて、後々作成される

避難所ごとの簡易的な運営マニュアルですか、そこには実態に即した駐車場のレイアウトを示すことで、災害

が発生した後、避難所開設、またその運営、その後の運営がスムーズに行えますので、避難所での駐車場整備

をぜひとも御検討いただきたく、これは要望とさせていただきますので御答弁は結構です。 

  次に、避難所体験訓練の状況及び避難所管理運営マニュアルの活用はについてです。 

  避難所体験訓練というのは、毎年度１回、実施されているというふうに御答弁いただきました。そこで、27

年度は九小ですか、行われたということですけれども、それ以前の今まで避難所体験訓練を実施された地域を

伺います。 
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○総務部参事（東 栄一君） これまで避難所体験訓練を実施した地域でございますが、学校で言いますけども、

避難所体験訓練につきましては、平成19年度から実施してございます。19年度が第四小学校、20年度が第二小

学校、21年度が第一中学校、22年度が第八小学校、23年度が第五小学校、24年度が第二小学校です。25年度は

荒天のため中止になりました。26年度は第六小学校で、昨年、27年度が第九小学校で実施してきております。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今伺ったように、年に１度、各地域で避難所体験訓練を実施されておりますけれども、

平成26年第３回の定例会で避難所管理運営マニュアルの活用についてということを伺った際に、避難所管理運

営マニュアルは、基礎的、総体的な手引きなので、今後はこのマニュアルを基本とした避難所ごとの実用的な

マニュアルの作成を検討していくとの御答弁がありました。また、作成メンバーに関しては、施設管理者であ

る学校長を初め、教職員と地域の自治会や自主防災組織の方、また市の職員がメンバーとなって作成していく

ことになると、具体的なメンバー構成も含めた御答弁がありました。これは平成26年ですね。 

  そこで、この平成19年度からこれまでの間、今御答弁のあった７カ所で８回開催された避難所体験訓練を

きっかけとして、それぞれの避難所の実態に即した実用的なマニュアル、簡易マニュアルですか─の作成

の進捗状況を伺うのとあわせて、まずその課題についてを伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 避難所ごとの実用的なマニュアルが作成された地域につきましては、今のところ

ございません。一部の学校と近隣自治会などの関係者でマニュアル作成を進めてまいりましたが、調整がまと

まらずに完成には至らなかった経緯がございます。今年度につきましても、その関係者からの調整が今後の課

題だと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ、地域の自治会ですとか、自主防災組織の方を中心として、実態に即した、その地

域ごとの避難所、簡易的なマニュアルですね、それも作成していただきたいというふうに思っております。 

  次に、防災機能の充実はについてです。 

  避難所の耐震化や備蓄コンテナの設置、ろ過器、発電機ですか─の配置など、防災機能の充実に努める

との御答弁をいただきました。公共施設の耐震化については、計画的に整備終了されたというふうに先ほど御

答弁いただいておりますし、備蓄コンテナの設置に関しては後ほど伺いますので、ここでは避難所となる施設

の防災機能について伺います。 

  まず１点目として、避難所では多くの方が限られたスペースで寝泊まりするために、感染症とか─イン

フルエンザですか、一気に広がるおそれがあります。そこで、多数の避難住民の健康管理に配慮した体育館な

どの換気機能の整備状況について伺うのと、２点目として電気の使用など一定の時間に集中することを考慮し

ました各種電気器具の使用に対応できる電気容量の確保は十分であるのか。３点目といたしまして、住民への

情報提供を考慮した野外スピーカーなど、放送設備の整備状況、整備の拡充ですか、その御検討はされている

のかということと、４点目として避難者の夜間への対応を考慮しました夜間照明の整備などが図られているの

か。この４点をあわせて伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 避難所となる施設における防災機能についてでございますが、まず換気機能につ

きましては、基本的に窓の開閉により対応していただくというふうに考えてございます。 

  それから、電気容量の確保につきましては、既存の施設の容量が、マックスとなりますけれども、場合に

よっては災害時などに電力を供給する機能を有する市所有ですかね、電気自動車を派遣することも可能でござ



－210－ 

います。 

  次に、放送設備についてでございますが、学校につきましては既存の放送卓を利用いたしまして、他の公共

施設につきましては、施設としての広さから考えて、ラグスピーカーやワイヤレスなどの拡声機の整備を考え

てございます。 

  夜間照明につきましては、防犯を目的とした管理用照明が設置されてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今御答弁の中の２点目の電気ですか、その中で電気自動車の派遣というふうにおっ

しゃってましたけれども、昨日開催されました環境市民の集いで、野外音響設備に電気自動車を活用されてお

りました。そこで、その電気自動車についてなんですけど、市では何台所有して、その電気自動車自体はどの

ぐらいの電力が供給されるのかどうか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 電気自動車につきましては、平成28年３月30日から３年間、日産自動車から無償

で貸与されたものが１台ございます。電力の供給につきましては、1,000ワットで８時間使用できるとされて

ございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 貸与、３年間ですか。その３年以降は、じゃこの電気自動車、どのような扱いになるん

でしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） まだ決定されておりませんので、その前にちょっと調整をさしていただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） それでは、その電気自動車のことなんですけど、昨日の環境市民の集いなどで野外音響

設備に活用されておりましたけれども、この貸与される３年間で、市としてはこの電気自動車、どのように活

用しようというふうに考えていらっしゃるのか伺います。 

○総務部長（広沢光政君） こちらの電気自動車でございますけれども、今、担当参事のほうからも御答弁さし

あげましたとおり、専ら災害時等に電力の供給ということで使わしていただきたいということを御提案を申し

上げまして、貸与ということになっておりますので、それが第１の目的ということで考えてございます。もち

ろん通常の走行にも、環境面を考慮した形の中で乗っていくということはもちろんでございますけれども、第

１の目的として貸与を受けてますのは、今お話ししたとおりでございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 通常いろいろと市内を乗りながら、災害時には電気の供給もされるということで理解し

てよろしいんですね。わかりました。 

  次に、災害時のペット対策についてです。 

  避難所管理運営マニュアルに、同行避難対策について定められたという御答弁をいただきました。そこで、

まず避難所で受け入れ可能な動物と市内のペット数、また避難所での対応についての３点を伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 災害時のペット対策についてでございますが、まず避難所で受け入れ可能な動物

につきましては、避難所に同行する犬、猫及び小動物としてございます。 

  次に、市内のペット数でございますが、現在、市で把握しておりますのは、犬の届け出登録数だけでござい

ます。平成27年度は3,764件の登録がありました。 
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  次に、避難所での対応についてでございますが、基本的にペットの管理は飼い主の責任で行うことになりま

して、ペットのいる区画は避難所の敷地内か近接地に設置することとしております。また、避難所ごとに条件

が違いますから、避難所ごとの管理マニュアルを作成する過程で検討してまいります。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 避難所というのは、さまざまな方、多くの方がいらっしゃいますから、動物が苦手な方

ですとか、アレルギーのある方に配慮しなければなりませんが、今やペットというのは家族同然の存在になっ

ていて、ペットを置き去りにして避難することなど考えられない飼い主さんにとってみると、東日本大震災以

降、環境省が推奨している一緒に避難できる同行避難は喜ばしい対応であるというふうに思っています。しか

し、この同行避難というのは、あくまでも一緒に避難するというもので、避難所で一緒に過ごせるものではあ

りません。また、この動物の収容というのは、飼育者、飼い主の方がケージや鎖を用意するですとか、そう

いった御答弁もありましたけれども、ペットを避難する際のケージですとか鎖を、また食料ですか、当面の食

料を飼い主が用意していただくことですとか、日ごろからペットや犬が、ペットの犬や猫ですね、それをキャ

リーバッグやケージにならしておくということでしょうか、家でいろいろと、猫などは特に首輪もせずに飼っ

てらっしゃる方、多いと思いますので、そういったならしをしていくなど、市内では犬だけでも、今御答弁で

3,764頭、飼われているというふうにおっしゃっておりましたので、飼い主である市民の方への理解が避難所

内でのトラブル軽減につながります。 

  そこで、その市民への周知のあり方と市内で避難所として指定されてる29カ所、この避難所の全てで同行避

難が可能なのか伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 災害時のペット避難につきましては、「動物飼育者の避難所パンフレット」を平

成27年８月に作成いたしまして、市役所の防災安全課の窓口や、それから市内の動物病院等で配布をして周知

に努めてございます。 

  また、29カ所全ての避難所で同行避難が可能なのかにつきましては、現避難所管理運営マニュアルに特段定

めておりませんけども、基本的には全て可能だと考えてございます。しかし、おのおのの避難所で環境とかい

ろいろ、条件とか施設の広さとか異なりますので、それにつきましては各避難所の実情に即した今後作成する

簡易マニュアルの中で調整をしてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今御答弁の中に、その配布なんですけれども、防災安全課の窓口ですとか、これ市内の

動物病院ですか─のところに配布されているということなので、その配布状況、どのぐらい配布を、市民

にどのぐらい周知されてるのか伺うのとあわせて、ホームページへの掲載もされているのかどうか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 「動物飼育者の避難所パンフレット」の配布状況につきましては、市では当初

300部を作成いたしまして、協定を結んでる動物病院、全部で160部を提供してございます。残りを防災安全課

の窓口で配布してきましたが、現在、市の窓口のほうの残部が40部と、そういう状況になっているということ

でございます。また、市の公式ホームページにつきましては、掲載されておりまして、ダウンロードができる

ようになってございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） その配布状況なんですけど、犬だけでも3,764頭、飼われているので、果たしてこの当

初のパンフレットの300部が適正かどうかというのは、ちょっと考え直したほうがいいと思いますので、ぜひ
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皆さんに周知できるような形のパンフレットの作成をお願いいたします。もちろんホームページでも掲載でき

ますから、ダウンロードできるということなので、ホームページで確認することも可能だと思いますけれども、

300部はちょっと少ないと思いますので、済みません、ふやしていただければと思います。 

  次に、今後の課題はについてですけれど、避難所の非構造部材の耐震化ですとか、備蓄食品などが課題との

御答弁をいただきました。避難所の整備に関しては、避難所ごとの簡易マニュアルを作成する中で調整すると

いうふうな御答弁を複数いただいておりますので、ぜひともこの避難所ごとの簡易マニュアルの作成を早急に

取り組んでいただきたく、こちら要望とさせていただきますので御答弁は結構です。 

  次に、備蓄品についての備蓄コンテナの設置状況及び備蓄品の整備拡充はについてです。 

  現在、備蓄コンテナ17カ所、あと備蓄倉庫６カ所が設置されているとの御答弁です。市内には、先ほど伺っ

たとおり29カ所の公共施設が避難所として指定をされております。これ全ての避難所に備蓄コンテナが設置さ

れておりません。数字でもわかると思います。そこで、その災害が発生した際に備蓄品が全くない避難所への

対応というのは、どのように図られるのか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 避難所間の要請に基づきまして、市庁舎を初め他の備蓄倉庫から配送し、対応し

ていく予定でございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁の中で、避難所の要請によって備蓄庫から、あと避難所へ物資を配送される

ということですけれども、災害が発生した際に、例えば時間帯によっては、職員の参集もままならないという

状況の中、配送業務に従事させる人員の確保というのは非常に難しいと思うんですね。また、備蓄コンテナが

設置をされている避難所であっても、収容人数に比べて備蓄品が少ない場合は十分な対応とはいえませんし、

そこで少なからずとも市内全ての避難所に備蓄コンテナの設置に努めていただき、今後ですか、備蓄コンテナ

の設置箇所をふやす予定があるのかどうかを伺うのと、私としてはぜひ全ての避難所に備蓄コンテナの設置を

進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 物資の配送業務に従事する人員の確保につきましては、災害時の状況によります

けれども、優先的に人員を確保して対応することになると考えてございます。それと、備蓄コンテナの設置箇

所につきましては、現在のところふやす予定はございません。当面は食料と備蓄品の拡充を最優先にして進め

てまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今その備蓄品の拡充というようなお話をいただきましたので、備蓄品で申し上げますと、

これまで私、何度となく備蓄品の整備拡充に関する質問をさせていただいた際に、災害時の支援対策として聴

覚障害者の方、また視覚障害者の方向けの周りの方々に気づいてもらえやすいように、例えば聴覚障害の方で

すと、「私は耳が聞こえません」ですとか、視覚に障害をお持ちの方ですと、「私は目が不自由です」などと

書かれた簡易性のユニホーム、ビブスというんですけれども、それを以前にも御紹介したと思います。その際

に、作成を検討してほしいという要望も出させていただきました。多くの被災者が生活する避難所では、もち

ろん障害、ほかにも障害を持たれてる方もいらっしゃいますけれども、みずからその援助を求める声、助けて

くださいですとか、そういった声を出しにくい環境になってしまうということが、過去の教訓からも明らかに

なっています。生活に支障を来す困難な状況を解消し、周囲の方々に気づいてもらいやすい、支援を受けやす

くするためにも、ぜひとも再度、ビブスの作成ですか、それを御検討いただきたく、市の御見解も伺いたいと
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思います。 

○総務部参事（東 栄一君） ビブスの作成についてでございますけれども、避難所内で、特に聴覚障害者の方

の存在がわかりにくいという課題があることは重々承知してございます。ただ、備蓄品の拡充につきましては、

市としては優先順位をつけて進めていきたいと考えてございまして、現在のところ平成24年４月の新避難想定

の見直しで、必要数に不足が生じている食料の拡充を最優先にしたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 優先順位という、不足分の食料の拡充ですか、それが最優先だというふうにおっしゃら

れておりますので、このビブスなんですけれども、他市では社会福祉協議会が中心となってビブスを作成され

てる自治体もあります。他市の状況を研究して、私自身も他の自治体での対応など調査して、情報提供さして

いただきますので、このビブスに関しましては再度、御検討くださいますように、こちらも要望とさせていた

だきます。 

  当市の備蓄食料品に関してなんですが、その中でアレルギー対応食の備蓄などについては、東大和市地域防

災計画に示されているのか、また当市のアレルギー食についての対応をあわせて伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 当市の地域防災計画には、アレルギー対応食料備蓄についての記載はありません。

ただ、更新の入れかえの際には、アレルギー表示のあるものに随時更新してございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） このアレルギー対応食というのは、非常にアレルギーをお持ちのお子さんであったりす

ると、それこそ避難所内で食べ物を、アレルギーを持った子供が保護者の目の届かないところで、誤ってアレ

ルギー非対応のものを食べてしまったときのショックで、ショック症状を起こしてしまって、救急搬送された

ケースですとか、そういったものが過去に発生した大震災の教訓の中で明らかになっています。せっかく大震

災を乗り越えて助かった命であるのに、間違って食べてしまった誤食によって命の危険にさらされるというこ

とは、非常に悲しいことでありますし、それを回避するためには、例えばアレルギーの赤ちゃん用の粉ミルク

の備蓄ですとか、当市でもそのアレルゲンの表示のあるものに更新をしていただいておりますけれども、備蓄

されている全てのクッキー類を、そのアレルギーの有無にかかわらず食べることのできる、ですから小麦粉で

すとか卵とか、乳製品を使わない米粉クッキーに変更するなどの配慮が必要であると考えますが、いかがで

しょうか。 

○総務部長（広沢光政君） アレルギー食、こちらへの配慮ということでございますが、そちらにつきましては

研究してまいりたいというふうに考えておりますが、公助という部分についても、おのずとやっぱり限界があ

るというふうに考えてございます。自助という点からも、アレルギー食だけではございませんで、市民の皆様

方には、最低でも御家庭で３日分程度の食料等、備蓄を推奨してきてるところでございます。特にアレルギー

につきましては、御本人、御家族の方しかわからないという特殊なこともございますので、できる限り対応食

なども御自身で備蓄に努めていただければなというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 被災して避難所に向かうときには、そういった３日間のアレルギーを持ったお子さんを

お持ちの親御さんでは、アレルギー食に対応するものも備蓄として自宅で備蓄して、自助ですか─お持ち

すればいいんですけど、例えば学校内で被災した場合には、学校内でも全児童・生徒が３日分の食料品が学校

でも備蓄されてますよね。そこで、その子供自身が、低学年は特にそうだと思うんですが、自分の食べられな
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いものというものを理解してないケースもあると思うんです。そこで、学校での備蓄品も、アレルギー対応の

備蓄食品に見直していただけるのかどうか伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 学校での備蓄品につきましては、今話があったように、アレルギー対応というこ

とで、個人情報の関係もございますので、教育委員会と調整を図りながら今後検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ、早急に御検討のほどよろしくお願いいたします。 

  私、今回この質問をさしていただくに当たりいろいろと調べたんですが、茨城県の龍ケ崎市では、子育て環

境日本一を目指す市として、災害発生時における子供の安全安心の確保を目的に、市が保有する災害用備蓄品

について見直しを行い、ミルクアレルギーに対応する２種類の粉ミルクと食物アレルギーの原因食材を使用し

ない備蓄食料、これようかんなんですけど、それを新規導入されたり、また食物アレルギーの原因食材を使用

せず、離乳食として使用可能な粒のないフレーク状のおかゆですか、これを１歳から２歳の乳幼児の被災想定

人数の３日分を確保し、子供の災害用備蓄品の充実強化を図っています。また、災害時の主食として多くの市

民の方に提供する非常用炊き出し御飯についても、食物アレルギーの原因食材を使用しない製品を選定して、

既存の備蓄品から計画的に更新を行い、ホームページで発信しています。この龍ケ崎市というのは、人口、約

７万9,000人です。当市の人口、これ６月１日の市報で、５月１日現在８万6,048人となっていましたので、両

市を比べてもそれほど大差のない自治体です。当市も、日本一子育てしやすいまちを目指して、これ龍ケ崎市

と方向性が同じでありますので、大いに参考になる事例だと私は思っています。 

  そこで、当市としても、先ほど申し上げましたように、誰でも食べられるアレルギー対応食品の備蓄を早急

に検討していただいて、日本一子育てしやすいまちを目指した取り組みとして、ホームページを活用し、情報

発信を行って、東大和市のＰＲにもつながる積極的な取り組みを進めていただきたいと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 今の日本一子育てしやすいまちとしてのホームページで発信するというようなお

話でございますけども、備蓄品ですね、更新を定期的に行っておりますので、その更新の検討とあわせまして、

そのホームページの発信についても検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ、御検討いただきたいと思います。 

  次に、今後の課題はについてです。 

  備蓄食料が不足しているので、ふやしていくというふうな御答弁をいただきました。現在、備蓄庫や備蓄コ

ンテナで備蓄されている内容ですか、備蓄品一覧というのでしょうか、そういうものについてホームページで

簡単に確認ができるのか、伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 現在のところ市公式ホームページにおきまして、備蓄品の内容一覧を簡単に確認

することはできません。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 備蓄品一覧を、ホームページというのは簡単にいろいろ検索できて─できてるのが

私としては当たり前だというふうに思ってるんですが、備蓄品一覧をホームページに掲載されて、これ簡単に

確認することができないということは、備蓄品一覧を掲載されていないということなんでしょうか。その理由
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について伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 市公式ホームページに、これは平成25年３月修正版の東大和地域防災計画が掲載

されてございます。その中の資料編って、後ろのほうにあるんですが、主な災害対策用資機材の備蓄状況とい

う一覧がございまして、そこは備蓄食料の記載はありませんが、備蓄資機材の状況はおおよそ把握できるとい

うことから、これまで掲載をしてなかったことでございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今の御答弁からも、その東大和市地域防災計画の資料編ですか、後ろのほうとおっ

しゃってましたけども、後ろのほうを見ても、結局は備蓄品一覧というのはないんですね、そういうふうな御

答弁だというふうに理解するんですが。備蓄品一覧というのは、ぜひホームページに載せていただきたいんで

す。というのも、平成23年の11月に市長のタウンミーティングですか、東大和市の防災をテーマとした第２回

市長と語ろう会という資料の中に、東大和市の災害対策備蓄状況として、備蓄倉庫の備蓄品一覧と備蓄コンテ

ナの備蓄品一覧が添付されていました。また、避難所管理運営マニュアルにも、実はこれ示されているんです

ね。ですから、一覧表というののデータとしては、もう既に市ではお持ちですので、内容をぜひ精査していた

だいて、ホームページにすぐにでも掲載できると思いますので、ぜひとも御検討ください。 

  掲載の方法なんですけれど、もちろん一覧表ですから、その字面というんでしょうか、表として、一覧表と

してホームページに掲載するのもいいんですが、龍ケ崎市、先ほど申し上げた龍ケ崎市ですとか、また千葉市

でも、その備蓄されてる内容の備蓄品一覧を、文字だけの掲載ではなくて、写真などを活用して、どのような

品物が備蓄されているのか、それを事前に把握できる対応を行っています。また、他の自治体では食品の原材

料などもホームページに掲載することで、アレルギーをお持ちの方への誤食の回避にもつながりますし、備蓄

コンテナをあけた際、今ほとんど皆さんスマートフォンをお持ちですから、スマートフォンを見ながら備蓄品

の中身や、その詳細を確認することもできますので、それができることによって避難所で戸惑うことなく、備

蓄品を活用することも可能でありますので、ぜひともわかりやすい備蓄品一覧をホームページに掲載を進めて

いただきたいと思うのですが、再度、御見解を伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 市公式ホームページへの掲載につきましては、今お話しあったとおりで、他市の

例など参考にいたしまして今後研究していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ、研究に研究を重ねてですね。ただ、それほど難しいことではないと思いますので、

他市の事例などを参考に、その龍ケ崎市ですとか千葉市なども、事例を参考にしていただいて、わかりやすい

備蓄品一覧のホームページ掲載を要望さしていただきます。よろしくお願いいたします。 

  次に、支援物資の集積拠点整備についての現状及び対応はについて伺います。 

  当市の緊急物資などの受け入れ、配分、輸送など、支援物資の集積拠点として市役所本庁舎を地域防災計画

では定められてるというふうに御答弁いただきました。そこで、緊急支援として全国から供給される物資を市

役所本庁舎のどこで受け入れて、どこに一時的に保管をされるというふうに想定されてるのか、詳細を伺いま

す。 

○総務部参事（東 栄一君） 支援物資の集積拠点につきましては、市役所本庁舎となってございます。実際に

は、発災時の被害状況等により判断することになると思いますが、当面は現業棟や食堂などを想定していると

ころでございます。 
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  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 市役所本庁舎も耐震補強工事が終了しましたが、それでも熊本地震のように震度７クラ

スの地震が複数回、起こったらば、使用できなくなってしまう場合も想定されますので、被害状況によって判

断するということは正しいことであるというふうに思います。しかしながら、現業棟や食堂を集積拠点とされ

るという考えは、各地から届く支援物資の量を余りにも少なく想定されているとしか、私は思いようがないと

思うんです。食堂というのは、調理器具が整っているので、集積所というよりも保管に有効活用を考えたほう

がよいと思いますし、そこで伺いたいんですが、その現業棟ですか、現在その現業棟というのは、どのように

利用されているのか、またその現業棟の空きスペースについてもあわせて伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 現業棟は、現在、職員などの控室や各部の資材置き場、それから庁用車の車庫棟

等で利用してございます。災害時には、その庁用車や資材などを外に出すなどして、空きスペースを確保する

ことを想定してございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 災害時には、今あるものを外に出す。外、どこに置くのということも含めてなんですけ

ど、現業棟と食堂で受け入れ物資が満杯になった場合は、じゃ満杯で収容できなくなってしまった場合の対応

というのは考えていらっしゃるんでしょうか、伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 市役所本庁舎の受け入れ物資が満杯で使用できなくなった場合についてでござい

ますけれども、発災後における各施設等の被害情報等を収集をして、その上で総合的に判断をして場所を決め

るというふうになると考えてございます。また、災害協定を締結してる団体など、公共施設以外への収容も研

究する必要があるというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 市内公共施設というのにも限りがありますので、民間の力をおかりするなどという検討

も必要だというふうに私は思います。市内には、大きな倉庫を持ってらっしゃる事業者の方もいらっしゃいま

すので、ぜひとも新たな災害協定ですか、それも締結なども踏まえて御検討をお願いいたします。 

  次に、今後の課題はについてです。 

  支援物資の仕分けや配送など、作業人員の確保が重要との御答弁をいただきました。熊本地震で甚大な被害

が生じた益城町は、支援物資を町役場で受け入れていましたが、すぐに収容できなくなり、別の公共施設や、

これは農協の選果場ですか、そこへ拠点を移さざるを得ない状況であったと新聞報道がありました。当市でも、

現業棟や食堂で収容し切れなくなったら、次はここ、またその次はここというふうに、あらかじめ定めておく

ことによって、その災害時の混乱で滞ってしまう状況を少しでも改善ができますし、スムーズな受け入れ体制

の構築が図られて、そうすると各避難所の配分も、輸送も円滑に行われると思うんです。ですので、ぜひその

点も、現業棟ですとか食堂が収集してし切れなかったら次はここ、また次はここというような、先へ先へとい

うことも含めて御検討いただけないでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 支援物資が必要となるよう、大災害時につきましては避難所も全て使用できるか

わかりませんし、人手も十分とは言えない状況も考えられます。繰り返しになりますけれども、市内全体の公

共施設等の被害状況などを集約をして、災害対策本部でその状況の中から必要な施設を選定をして、その上で

適切な対応をすべきだと考えてございます。また、さまざまなケースに対する対応につきましては、図上訓練

の一環といたしまして研究には努めてまいりたいと考えてございます。 
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  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 今その御答弁の中で、被害状況などを集約してというふうにおっしゃってましたけれど

も、その公共施設の被害状況もそうなんですが、ある程度、次はここ、その次はここというふうに決めて、そ

の施設が被害に遭うんだったらば、その次のここ、この違う施設にするというふうに、先へ先へというんで

しょうか、できることをすることによってさまざまな混乱を生じないというふうに私は思いますので、ぜひ先

を見据えた取り組みというのか、そういったものを進めていただきたいというふうに思います。 

  次に、仮設住宅建設用地の選定についてに移りたいと思います。 

  現状及び対応はについて伺いますが、当市では上仲原公園と都立東大和南公園を応急仮設住宅建設予定地と

して選定されているというふうに伺いました。そこで、これら２カ所で仮設住宅が何戸ぐらい、何戸の仮設住

宅が建設可能であるのか伺うのと、現状の東大和市地域防災計画で試算されている避難所生活者の方々への必

要戸数は、この建てられた２カ所での仮設住宅で、必要戸数が充足されるのかどうか伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 仮設住宅につきましては、地域防災計画では災害救助法が適用された場合で、供

給戸数につきましては厚生労働大臣に協議をして、同意を得た上で都知事が決定することになってございます。

建設可能な戸数につきましては、１戸当たりの床面積が29.7平米ですね、これを標準としておりますので、今

対象になっている敷地面積で単純に割りますと約1,000戸程度ということになります。実際の建設に当たりま

しては、多分大幅に減るものと考えてございます。充足するかという話につきましては、今被害想定では完全

倒壊が700ぐらいあって、それから火災等で焼失が2,400戸ぐらいあると思いますので、充足はしないと考えま

す。必要戸数の確保が困難な場合につきましては、区市町村相互間で融通し合って対応するということもあり

ますので、それで進めていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○副議長（中間建二君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ４時 ２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ４時１２分 開議 

○副議長（中間建二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○５番（二宮由子君） 今御答弁いただきましたその敷地面積で単純に割って、1,000戸程度という話でしょう

か。しかも、これ大幅に減るものというふうに御認識されているということなんですけども、道路ですとか管

理スペースですか、そういったものを引いていくと大幅に減るんだろうなということが予測されます。これで

は仮設住宅の戸数として、市としても充足されていないというふうに御認識をお持ちですけれども、充足され

てないということを言いつつ、また、じゃ足りない分はどうするのかというと、必要戸数が困難な場合には区

市町村間で融通し合って対応というふうな御答弁をいただきました。実際には、被災地となった自治体という

のは、自分たちのことで手いっぱいだというふうに思うんですね。そうすると、もちろん区市町村間で融通し

合って対応というのもいいんですが、融通し合うということが本当にできる余裕というのがあるんでしょうか。

また、その融通し合う相手方、どの程度の範囲内で、広域連携で融通し合うのか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 区市町村間での範囲とか融通につきまして、今まで具体的にこれまで検討を、済

みません、至ってはおりません。今回の熊本地震につきましても、仮設用地の確保は進んでないということが

報じられておりましたが、これを機会にといいますか、奇貨として今後研究していく必要があると考えてござ



－218－ 

います。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） ぜひ、研究もしていただきたいですし、その次の今後の課題ということに入らさせてい

ただきますが、その仮設住宅の需要というのが増加した場合に、今でも足りないんですけど、仮設住宅の需要

が増加した場合に、新たな用地確保が課題であるというふうに御答弁をいただきましたが、そこで仮設住宅の

建設地として当市で、これでは市町村間で融通し、対応というのを抜いて、当市として新たに考えられる用地

について検討されているのか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 仮設住宅の新たな建設用地につきましては、条件として接道のこととか、用地の

整備状況、それからライフラインとか、その辺の状況を勘案する必要があるということですので、現状では研

究に努めてるということでございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 研究に研究を重ねていただいて、いろいろと調べていただかなければいけないと思うん

ですけども、その応急仮設住宅というのは、あくまでも応急的な住宅ですので、一定の期間内での入居が前提

であると思います。そこで、当市の応急仮設住宅の入居の期間について伺いたいと思います。 

○総務部参事（東 栄一君） 応急仮設住宅の入居期間につきましては、現行の地域防災計画上、仮設住宅竣工

の日から原則として２年以内としてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 竣工の日から、原則として２年以内ということですが、その入居期間というのを、２年

を超えても、いまだ住居を確保できない方々への対応について伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） それは状況次第ということで、その都度、総合的に勘案して判断されるものと考

えてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） その都度判断というのは、どういった判断なんでしょうか、伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） ですから、基本的に２年がたって、そのときに次の居住先が確保できないという

状況を判断をして、延長するとか何とかって、その辺の話について検討されて結果が出るというふうに考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 地域防災計画上、仮設住宅の２年間を過ぎた後、それでもまだ住居を確保できない方に

ついては、一時提供住宅というのを提供するというふうに、記されているというふうに思うのですが、いかが

ですか。 

○総務部参事（東 栄一君） 地域防災計画に、今おっしゃってた一時提供住宅の記載がありまして、提供する

形になってございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） その一時提供住宅というのは、どのような住宅なのでしょうか、詳細を伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 一時提供住宅につきましては、災害により住居を滅失し、自己の資力によって居

住する住居を確保できない被災者についてということなんですが、一時提供住宅の供給として都営住宅など、

公営住宅の空き室の一時的な提供や、それから東京都が関係団体と協力をしまして、借り上げにより民間賃貸
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住宅を供給するよう努めることとされてございます。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） この一時提供住宅の件なんですけれども、阪神・淡路大震災で住まいを失った被災者の

ために、兵庫県や被災５市が都市再生機構、ＵＲなどから、20年契約で借りた借り上げ復興住宅が、昨年の27

年９月末から順次返済期限を迎えるという新聞報道がありました。20年かけて培われた住民同士のつながりが

失われ、新たな転居先で孤立してしまう不安など、特に高齢者の方や障害者の方の引っ越しに伴う負担が大き

いとされています。このように借り上げ式の復興住宅というのは、被災者の方々に少しでも早く落ちつける場

所の提供を進めるため、新たに住居を建設するよりも民間のマンションや公共の─要するに都営住宅です

か、そういったものを借り上げて復興住宅として提供したほうが、時間もかからず、初期投資も安く済む利点

がありました。しかしながら、その20年、阪神・淡路大震災で20年という期間ですが、20年の歳月とともに、

その借り上げ復興住宅の課題というものも浮き彫りになって、当市としても一時借り上げ住宅に関して御答弁

では、民間住宅などを借り上げ、また公営住宅なども空き家ですか─を借り上げるというふうにおっ

しゃってましたけれども、その一時借り上げ住宅に関しての対応をいま一度検討すべきと考えますが、御見解

を伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 一時提供住宅につきましては、先ほど申し上げましたけども、基本的には東京都

が対応しているということでございますので、現時点では市のほうで検討の予定はございません。 

  以上でございます。 

○５番（二宮由子君） 一時借り上げ住宅というのは、東京都の対応という御答弁ですけれども、東京都が供給

をして、市が管理を任されますので、その管理者としての立場からの対応が求められますので、ぜひとも御検

討のほどよろしくお願いいたします。 

  今までるる市の安全、安心のまちづくりにおける防災、減災の取り組みについて、さまざまな角度から伺っ

てまいりました。最後に、東日本大震災、熊本地震を教訓とした当市の災害対策について、市長の御見解を伺

いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） いろいろと御意見なり御提案いただきまして、ありがとうございました。 

  まず、今お話になった、市長が防災、減災、どう考えるかということでございますけども、既に本庁舎、学

校等を含め、会議棟等ですね、しっかりと、ついこの間までの耐震基準は満たされてるということでございま

す。また、地域防災計画につきましても、いろんなところで実態に即した形でということで、できるだけ実践

的な訓練をしようということで、従来にない形のものを、東日本大震災以降、どんどん取り入れてやってきた

わけでございますけども、今のお話を聞いてきますと、それらやってきた努力は何だったんだろうかというと

ころもございます。 

  というのは、あれだけの大きな震災、１つでも大変な内陸型の地震が48時間で２つ起きたということは、そ

ういう想定というのは地震学者も想定していなかったというふうなことでございます。ですから、それに対応

するということになりますと、今現時点で私ども東大和市が、こうならいいという考え方というのは、今、私

自身は持ってございません。ただ、国及び東京都等が、専門的な知見から、これからどう対処したのが一番減

災ということであるんではないかなというふうに思ってございます。それを参考にして、東大和風にアレンジ

できればアレンジさしていただいて、対処していかなればと言うしか、今の時点では申し上げようもないんで

はないかなというふうに思います。 
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  ただ、今回の大きな災害等を見て言えることは、やはり自助と共助というのは、非常に大きな力を発揮する

のは間違いないということです。特に市役所が機能しなくなるということも想定しなければいけないというこ

とでありますので、いつまでも市役所ということは、ますます考えられないというか、もし想定すると、そう

いうところまで考えなければだめなのかなと。この市役所が、職員が働いてるときにぴしゃっとなったときに、

何人の職員が実際に動けるのかどうかということも、そんなことも今お話を聞いてて考えると、末恐ろしいと

いうか、ただそれにどう向かっていくかというのは、これから一生懸命いろんな情報を、今職員も向こうに派

遣して、現地だとか行ったりしてますので、国とか職員のことも含めて、しっかりと情報をとって市民の安全

安心のためにしっかりと対応はしていきたいというふうに考えてます。 

  以上です。 

○５番（二宮由子君） 市長の御答弁からもいただきました。その東日本大震災以降の当市の震災に対する災害

対策の取り組みというのが、実態に即したものであるというふうに私も非常に評価をするところであります。

また、その熊本地震も非常に想定できない地震ではありましたけれども、これから東大和市としても、できる

ことから一つずつ、着実に過去の災害の教訓を踏まえた取り組みに努めていただきたく要望し、以上で私の一

般質問を終了さしていただきます。 

  ありがとうございました。 

○副議長（中間建二君） 以上で、二宮由子議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 東 口 正 美 君 

○副議長（中間建二君） 次に、19番、東口正美議員を指名いたします。 

〔１９番 東口正美君 登壇〕 

○１９番（東口正美君） 議席番号19番、公明党の東口正美です。 

  まずは、甚大な被害をもたらした熊本地震で被災された方々に、心からのお悔やみとお見舞いを申し上げま

す。一日も早い復興をお祈り申し上げるとともに、今後の自然災害に対して少しでも被害を軽減できるよう、

間断なく努力することを改めて決意し、通告に従い一般質問させていただきます。 

  第１に、国土強靭化地域計画（地域強靭化計画）について伺います。 

  議員立法として提出された強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基

本法は、2013年12月11日に公布、施行されました。東日本大震災の教訓を機につくられた基本法の前文には、

こう記されています。 

  「我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像

を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとと

もに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。我が国においては、二十一世紀前半に南

海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等による

大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害等

が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生

した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。我々

は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。この

ような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、
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国が果たすべき基本的な責任の一つである。もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事

前防災及び減災に係る施策には限りがなく、他方、当該施策を実施するための財源は限られている。今すぐに

でも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然

災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土

及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要

である。また、大規模自然災害等から国及び国民を守るためには、大規模自然災害等の発生から七十二時間を

経過するまでの間において、人員、物資、資金等の資源を、優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入するこ

とができるよう、事前に備えておくことが必要である。このためには、国や地方公共団体だけではなく、地域

住民、企業、関係団体等も含めて被災状況等の情報を共有すること、平時から大規模自然災害等に備えておく

こと及び新たな技術革新に基づく最先端の技術や装置を活用することが不可欠である。」とあります。 

  東日本大震災から５年、東京に住む私たちにとって震災の記憶が風化してきていると言われているやさき、

４月14日、そして16日と震度７を記録する熊本地震が発災しました。さきの基本法の前文にうたわれていると

おり、私たちの前に再び自然の猛威が被害をもたらしました。日本全国どこでも大規模な地震災害が起きるの

だと、多くの方が改めて実感したことと思います。国土強靭化基本法、少し仰々しい感じもするこの法律の目

指すところは、たび重なる大規模な自然災害から人命の保護が最大に図られることを目指すものであり、その

第４条には地方公共団体の責務も記されています。 

  そこで、①として、国土強靭化基本計画について伺います。 

  アとして、国土強靭化の理念及び基本方針について。 

  イとして、防災との違いについて。 

  ②国土強靭化地域計画（地域強靭化計画）について伺います。 

  アとして、地域強靭化計画とはどのようなものですか。 

  イとして、地域強靭化計画の位置づけ、また他の計画（総合計画、地域防災計画、公共施設管理計画等）と

の関係性について伺います。 

  ③地域強靭化計画の策定に向けての当市の取り組みについて、現状の課題と今後の取り組みについてお聞か

せください。 

  次に、大きな２番、自主防災組織について伺います。 

  さきにも述べたとおり、東日本大震災に続き、熊本の地震による避難者の様子を、テレビの報道を通して再

び目の当たりにし、改めて日ごろの備えが肝心であることを多くの市民の方たちは感じていることと思います。

東日本大震災以降、東大和市では被害想定を見直し、さまざまな防災対策の強化を図ってこられました。その

ことについては、高く評価いたしております。一方、それらの施策が市民の方々に十分に届いていないという

実態もございます。特に自治会組織のない地域では、防災訓練に参加したことがない、いざというときどうし

たらよいのか、自治会に入っていないと救援物資をいただけないと聞いたなど、不安の声をお聞きしました。

市からの情報が十分に伝わっていないことを感じるとともに、既に制度としてある自主防災組織を広く進め、

活用することでできることもあるのではないかと考えました。自治会まで組織できなくても、防災だけに活動

を限定し、小さくてもコミュニティーを形成することができれば、地域の防災力の向上につながるのではない

かと思います。 

  そこで、①、まずは自主防災組織とはどのようなものかお聞かせください。 
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  ②現在の自主防災組織について伺います。 

  アとして、自主防災組織とはどのようにつくられるのか。 

  イとして、組織をつくるのに必要なことは。 

  ウとして、現在ある自主防災組織の団体数と構成内容について。 

  エとして、活動の内容と市のかかわりについて伺います。 

  ③今後、地域の防災力強化のため、自主防災組織の活性化が必要だと考えますが、市の考えと今後の取り組

みについてお聞かせください。 

  次に、３番、「日本一子育てしやすいまちづくり」のための条例制定について伺います。 

  尾崎市長が掲げる「日本一子育てしやすいまちづくり」という指標に対して、多くの市民の方から期待と応

援の声をお聞きします。子ども・子育て支援についての条例制定については、３月定例会の代表質問でも取り

上げさせていただき、市長からも子供は地域の宝であり、健やかな成長を願い、地域社会が一体となって子供

の育成に取り組んでいくためにも、子供の条例制定について引き続き他市の状況を把握し、児童の権利に関す

る条例の理念を基本に、条例のあり方等を調査研究してまいりたいとの答弁をいただいたところです。内閣府

の調査によると、全国の都道府県及び市区町村が制定した子供に関する条例の数は、平成24年１月１日の時点

で117あり、内容もさまざまであります。「日本一子育てしやすいまちづくり」をすることで、東大和市で育

つ子供たちが健やかにたくましく、みずからの人生を歩んでいけるよう、そしてそのことが全市民の未来への

希望につながるよう、東大和市全体で「日本一子育てしやすいまちづくり」に取り組んでいくための条例制定

が今こそ必要だと考えます。 

  そこで、①として、改めてなぜ「日本一子育てしやすいまちづくり」を目指すのか伺います。 

  ②「日本一子育てしやすいまちづくり」を推進する目的や理念を広く市民に示すために条例の制定が必要だ

と考えますが、市のお考えをお聞かせください。 

  ③条例制定に当たり、必要なこと、また課題は何か、お聞かせください。 

  ここでの質問は以上とし、再質問については自席にて行わせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〔１９番 東口正美君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、国土強靭化基本計画についてでありますが、国土強靭化基本計画は、国土強靭

化基本法に基づき、国土強靭化に係る国の他の計画等の指針となるべきものとして策定されたものであります。

基本計画においては、１つとして人命の保護、２つ目として国家、社会の重要な機能が致命的な障害を受けず

に維持される。３つ目として、国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化。４つ目として、迅速な復旧、復

興の４点を国土強靭化の基本理念とし、ＰＤＣＡサイクルの繰り返しによるマネジメント等を基本的な方針と

しております。 

  次に、防災との相違についてでありますが、防災は基本的には地震や風水害などのリスクを特定し、そのリ

スクに対する対応を取りまとめるものであり、リスクごとに計画が立てられます。一方、国土強靭化は、リス

クごとの対処をまとめるものではなく、あらゆるリスクを見据えつつ、どんなことが起ころうとも最悪な事態

に陥ることが避けられるような、強靭な行政機能や地域社会、地域経済を事前につくり上げていこうとするも

のであります。 

  次に、地域強靭化計画についてでありますが、この計画は地方公共団体がその地域における国土強靭化に関
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する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靭化基本法に基づき任意に策定することができる計画

であります。 

  次に、地域強靭化計画の位置づけや、他の計画との関係についてでありますが、地域強靭化計画は国土強靭

化の観点から、地方公共団体における各種計画等の指針となる上位計画と位置づけられております。このため、

地域強靭化計画を策定した場合、国土強靭化の観点から、そこで示された指針に基づき、地域防災計画の見直

しを行う必要があり、また総合計画等の見直しなどについても、適切に対応することが期待されているもので

あります。 

  次に、地域強靭化計画策定に向けての当市の現状の課題と今後の取り組みについてでありますが、地方公共

団体に地域強靭化計画の策定義務はございませんが、その重要性に鑑み、現在のところ主に都道府県において

計画の策定が進められている状況です。今後の取り組みとしましては、国が示しています計画策定のためのガ

イドラインや、東京都の地域強靭化計画の内容等を検討し、市として策定の必要性について研究してまいりた

いと考えております。 

  次に、自主防災組織についてでありますが、自主防災組織とは自分たちの地域は自分たちで守るという自覚

と連帯感に基づき、地域の方々が自発的に災害による被害を予防し、軽減するための防災活動を行う自主的に

結成された組織であります。 

  次に、自主防災組織の結成についてでありますが、自主防災組織は地域の方々が協力して自発的な合意によ

り結成されるものであることから、それぞれの地域の実情に合った組織づくりを行う必要があります。防災は

地域対応を基本としていますことから、自治会や町内会などの既存の組織を活用して結成する方法が一般的で

あります。 

  次に、組織づくりに必要なことについてでありますが、自主防災組織の名称や目的、会員の構成、役員の選

任や任務、会議の開催、防災計画の作成などを定めた規約をつくるとともに、防災活動が意義のある活動とな

るよう、組織の活動目標の設定や防災訓練、研修会等の活動計画を立て、安定した組織の運営を行うことが必

要であると考えております。 

  次に、自主防災組織の団体数と構成内容についてでありますが、平成28年４月末現在で市で把握しています

団体数は38団体であります。団体の構成につきましては、全て各地域で防災活動を実施しています自治会及び

マンション管理組合であります。 

  次に、活動内容と市のかかわりについてでありますが、活動内容はそれぞれの自主防災組織が作成する防災

計画等により異なりますが、日ごろの活動としましては、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施、防災資機材

等の備蓄及び管理などが挙げられます。市のかかわりについては、防災資機材の貸与や防災訓練時の活動支援、

防災研修会等の案内などを行っております。 

  次に、自主防災組織の活性化の考えと今後の取り組みについてでありますが、自分たちの地域は自分たちで

守るという自覚と活動意欲のある方々がふえ、自発的に自主防災組織を結成することが、自主防災組織の活性

化につながると考えております。このため、市としましては活性化に向けて防災モデル地区事業に継続して取

り組み、新たな自主防災組織の結成の支援を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、「日本一子育てしやすいまちづくり」についてでありますが、将来にわたり活力のあるまちとしてい

くためには、若い世代の方々が安心して働き、結婚し、そして子育てしていけるような環境整備を進め、東大

和市に魅力を感じ、住み続けていただくことが必要であると考えております。「日本一子育てしやすいまちづ
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くり」を目指すことは、魅力あるまちづくりの重要な施策の一つであると考えております。 

  次に、「日本一子育てしやすいまちづくり」を推進する条例の制定についてでありますが、地域の宝であり

ます子供の健やかな成長を願い、地域社会が一体となって愛情深く育成に取り組んでいくための子育て支援条

例等の制定につきましては、他市状況を把握し、条例のあり方等を含め、調査研究してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、条例制定に当たり必要なことについてでありますが、東大和市子ども・子育て支援会議を初めとしま

す市民の皆様の御意見を取り入れていくことが重要だと考えております。また、課題としましては、条例制定

後に、その内容を市民の皆様を初めとする地域全体に広く浸透させていくことができるかであると考えており

ます。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  先ほどの議員の質問の最後の中で、市長が最後、当市の防災に対する取り組みについてのお話もお聞かせい

ただきましたので、できるだけかぶらないような質問にしていきたいと思いますが、まずこの国土強靭化計画

というのは、ちょっといかつい法律名だなと思ってはいるんですけれども、東日本大震災がもたらした被害が

余りにも甚大で、先ほど市長もおっしゃってましたけれども、その復興も道半ばにして、また熊本の地震が起

きてしまうということで、次から次へと自然災害が起きていく、私たちの日本の中にあって、日ごろの日常的

な、文化的な生活を守るということは本当に大変なんだなということを、改めて皆、実感してることだと思い

ます。 

  2011年３月11日の直後に、市議会議員にさせていただき、この東北の復興のことはいつも心にとめながら進

んできたわけですけれども、この間、何度となく東北にも行かせていただき、その時々の沿岸部も見させてい

ただきました。この３月も、２年ぶりに東北に行かせていただき、南三陸に行ってまいりましたけれども、南

三陸に行くのは今回が初めてでして、５年たったところを見させていただきました。南三陸については、皆様、

御存じなのは、有名なのは防災庁舎を戦災遺構として残すということが決まったということで、そこには献花

台がありましたけれども、この南三陸は実は防潮堤ではなくて、かさ上げをするということで、その３階建て

のところまでずっとかさ上げが、庁舎を地面にして、庁舎はもとの高さのところに建ってるんですけれども、

それ以外のところは同じ高さの土が盛られている。この上に、この後、どういうまちができていくのか、まだ

見当もつかないような状況で復興事業が進んでいる。この姿を見たときに、この国土強靭化が目指すところを

かいま見た感じがします。国土の姿を変えて、命を守るという法律なんだなというふうに思っています。 

  また一方、熊本の地震については、またこの津波対策とは違うわけで、地域を回っていますと、熊本の方た

ちも東京に来られておりまして、家はまだ熊本にあるんですなんていう方は、地震に遭ったことがない、九州

にいるときは揺れを感じたことがない、東京に来て、ああこんなに揺れるんだって思っていたやさき、熊本が

これだけ大きな地震で家屋の倒壊が物すごいことになっていると。熊本はお家自体が広くて、屋根も台風とい

うか、水害のためでしょうか、立派な瓦が乗っていて、しかも広いお家には柱とか壁とが余りなくて、だっと

広いお部屋が多いそうで、そういうふうに考えると私たちが住んでる家とはまたちょっと構造も違うのかなと

いうふうに思いました。さまざま起きる自然災害ですけれども、また東大和市の防災計画を見ますと、地震を

想定したという形でつくられております。なので、本当に先ほどの前文にもありましたけれども、果てしのな
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い、この災害と、それに対応していく私たちの防災、減災ということなんだなって思います。 

  じゃ地震だけでいいかというと、ゲリラ豪雨による土砂災害、また常総市のように大雨による河川の決壊、

さらに局地的にどこで起きるかわからないような竜巻等、どれも私たちの想定を超える被害に対して、改めて

取り組んでいこうというのが、今回、取り上げさせていただいた国土強靭化基本法なのかなというふうに思い

まして、その理念につきましては、ともかく人命の保護をしていくんだということを筆頭に、４項目の基本理

念を市長のほうから御答弁いただきましたけれども、もう一つこの基本計画の防災とは違うところを感じてる

んですけれども、このＰＤＣＡサイクルを回すために、もう一つすることがあるよって書いてあると思うんで

すけど、この点、いかがでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 今議員のほうからお話があった、防災と、それから国土強靭化の違いという中の

観点で、ＰＤＣＡサイクルを回していくという話のところなんですが、まずは目指すべき将来の地域の姿を明

確にするということがあるということで、地域を強靭化する上での目標の明確をし、リスクのシナリオをつく

り、それから強靭化施策分野の設定をし、脆弱性の分析評価、課題の検討、リスクへの対応、方策の検討、そ

れから対応方策についての重点化で優先順位を行って、目指すべき将来の地域の姿を計画書にまとめ、その計

画につきまして順次ＰＤＣＡで取り組んでいくと、そういうふうになっているということでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 次の防災との違いというところにもかかってきますけれども、まずこの防災、今言っ

ていただいたことで、特に私が今回、この基本法で大事だなと思うのは、脆弱性の評価ですね。このことがと

ても、もう一度見直さなければいけないかなというふうに感じているところです。そこで、防災との違いにつ

いて、重なるかもしれませんけど、もう一度お聞かせください。 

○総務部参事（東 栄一君） 防災との違いについてでございますが、先ほどの市長答弁と重なる部分ございま

すけども、防災は基本的に地震や風水害などのリスクを特定して、そのリスクに対する対応を取りまとめると

いうことでございまして１市ごとの計画が立てられます。例えば、当市の地域防災計画につきましては、多摩

直下地震を想定いたしまして、そのリスクに対する対応を取りまとめております。それ以外、東海地震事前対

策や風水害計画、それから大規模事故、応急対策計画など、１市ごとに計画が立てられてございます。一方、

国土強靭化につきましては、そのリスクごとの対処をまとめるものでございませんで、あらゆるリスクを見据

えつつ、どんなことが起ころうとも最悪な事態に陥ることが避けられるような強靭な行政機能や地域社会、地

域経済を事前につくり上げていこうということで、そこが違うところと認識してございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 要するに、何かが起きてからの対処ではなくて、起きる前にやれることをやっておか

なければいけないということだと思うんですね。そうはいっても、ずっとこの防災のことは当市もいろんなこ

とを取り組みをしていただきまして、さきの議員も取り上げておりましたけれども、この地域ごとに防災地区

カルテというのがつくられておりまして、今回ちょっとこれに注目をさせていただきました。どこの地域にも

防災上の課題というのが書かれておりまして、ここの課題はどうやってそしたら克服するのかな、ここの課題

こそ、今とりあえず当市が認識している脆弱性なのではないかなというふうに思ったんですけれども、いかが

でしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 今お話がありました防災地区カルテのほうには、それぞれの地区ごとに防災上の

課題というのが記載されてございます。おっしゃるとおり、ここの課題が脆弱性ということになると思います
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が、現時点ではその地域防災計画の中では、この課題を減災するためにさまざまな対処をとられているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 減災するために取り組まれているという御答弁だったんですけど、私この各地域のカ

ルテを拝見させていただいて、私なりにこの４点ぐらいのことをどうやって克服していくのか、改めて確認を

させてもらいたいと思ったんですけれども、まず一番危険かなって言われてるところは、道路幅員が狭くて木

密地域であるというところが１点。もう一つが、旧耐震化基準による木造建築の崩壊。３点目が、急傾斜地に

おける危険箇所があるということ。４点目が、高齢化率の高い地域の地域の中での支え合いというようなこと

は、今このカルテに書いてある課題かなというふうに思っているんですけれども、なのでこのカルテに書いて

ある課題を克服していくことが減災にはつながると思うんですが、それぞれどれぐらいこのことについて、う

ちの市が今取り組めてるのかなということを確認したいんですけれども。 

  まずちょっとずっと気になってるのは、狭隘道路について以前も別の形で質問させていただきましたけれど

も、この点の克服はどうなっているのかなというふうに思っております。その狭隘道路の質問をしたときに、

なかなかここを広げていくのは難しいという課題を伺ったことも存じておりまして、ずっと気になっていたん

ですね。とはいえ、東京都の木密地域を解消しましょう、木密不燃化プロジェクトというのが以前発表されて

いるんですけれども、これについては東大和市は該当するところがないんですね。23区の狭隘道路や木密に比

べれば、東大和市のどの地域もそこまで課題が大きくないということだったのかなというふうに思ってるんで

すけれども、今回、市長の市長会の資料を拝見させていただきましたら、当市で今起こってることに対する取

り組みが、この木密に対して載っておりました。それは新たな取り組みということで、地域計画策定支援事業

の創設ということで、大きな区画のお宅が持ち主が変わるときに、分割されて一区画ではなくて４区画とか６

区画で住宅が建っていくというのを、もう少し地区計画で緩やかな敷地面積、面積を残すような形で開発を進

めていったりなど、その地域をどういうふうに今後つくっていくのかということに対する支援事業というのが

載っておりまして、ああ、これが私が今思っている問題意識だなというふうに思いました。 

  早速、東京都の都市整備局にお電話をしまして、この補助金はうちの市でもらえる地域がありますかという

ふうに質問をさせていただきました。そうしたら、新堀１丁目と南街２丁目、６丁目と向原６丁目は、この補

助金の該当地域に当たるというふうに伺いまして、ああ問題意識が東京都とも合致したなというふうに思った

んです。改めて、この狭隘道路に対する取り組みということは、今当市でどのようになってるか伺いたいと思

います。 

○総務部長（広沢光政君） まず、私のほうから先ほどの脆弱性の関係、カルテの関係でちょっとお答えをさし

ていただきたいと思います。 

  議員のおっしゃいますように、当市におきましては各地区ごとに防災カルテ、この中に課題等が書かれてる

ということは事実でございます。今回の強靭化計画の中で示されております脆弱性の評価という部分につきま

しては、恐らくたまたまどこの地域かわかりませんが、そのカルテに書かれてる課題が、当市を代表するよう

な課題を抱えてるということかもしれませんが、脆弱性の評価に当たっては市全域、地域全域に当たっての、

それも災害だけにとらわれませんので、全てのものを網羅した中で脆弱性を評価していくと。その後、最悪の

シナリオ想定をしていくという流れになりますので、その辺は一つ、ちょっと行き違いがないようにというこ

とで、まずお答えさしていただきます。 
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  今、狭隘道路の関係ですが、狭隘道路の関係に関しましては、内藤部長のほうからちょっとお答えをさして

いただきます。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 地域が抱える課題といたしまして、狭隘道路を抱えていたり、敷地が密集して

いるようなところで、以前にも市がどういった対策をしていくかというような御質問を受けているところでご

ざいます。東大和市では、今回、新しく東京都が、この木密の地域について地区計画の計画をつくる上での補

助対象にしていくという、地域の選定をする以前から新堀地域や南街地域の木造密集地域といったようなとこ

ろにつきましては、道路も狭く、震災や火災が起きたときには、救援活動だとか消火活動等も非常に困難な地

域だということで、都市マスタープランの中でも、そういったところについていろんな検討が必要だというこ

とを位置づけております。特に新堀地域のまちづくりの方針の中では、現在でも地域道路計画というのがござ

いますけれども、そういった計画や建物の耐震化や不燃化を促進するために、地区計画等を活用することが有

効であろうということで、地域へどういう形で説明に入り、住んでる方たちと共有しないとなかなか地区計画

の策定まで至りません。そういったことがございますので、10年ほど前には一度地区計画が必要じゃないです

かということで、地域の皆様に説明会を開いた経緯もございますので、それがちょっと立ち消えになっていた

りしています。そういったことも、ここでたび重なる大きな災害が起きてるというようなこともございますの

で、そういったことも一つのきっかけとしまして、もう一度地域の方たちにお知らせしていく、それが特定の

地域だけではなく、全体の中で、先ほど防災のほうでカルテをつくっておりますので、市全体として皆様の地

域がどういうことかというのを再認識していただき、まずは知っていただく。意外とショッキングな部分もご

ざいます。道路を広げるといった場合には、地域の方たちが、その地域にとって１本の道路が入ることによっ

て、防災性が高まるといったことでは納得ができるんですけれども、実際にその計画する道路に面する方たち

については非常に大きな問題、そこでの生活が成り立たないという方も中にはいらっしゃるかもしれません。

そういった方たちの御理解も得なくてはいけませんので、そういったことを含めて、まずは地域の課題を知っ

ていただくというようなことから入っていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中間建二君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） ここで、会議の休会についてお諮りいたします。 

  あす７日につきましては、会議を休会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中間建二君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（中間建二君） これをもって本日の会議を延会といたします。 

午後 ４時５９分 延会 

 


